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論文要旨 

 

本稿の目的は、生活保護政策を対象として、なぜ政策が実施過程において変容するのか、

その結果いかなる政策アウトプットと政策アウトカムが生じるのかを説明することである。

政策実施過程論によると、政策が変容するのは政策設計者、政策実施過程に関与するアク

ター、第一線行政職員の影響を受けるからである。しかし、先行研究は多様なアクターの

影響を個別的に実証するにとどまり、アクター間の関係が政策を変容させる可能性を十分

に検討していない。加えて、政策が変容した結果いかなる政策アウトプットと政策アウト

カムが生じるのかを実証していない。 

これに対し、本稿では政策実施機関の官僚制がアクター間の委任関係を利用し、他のア

クターの利益に配慮しながらも自律的に政策を変容させていると为張する。加えて、政策

変容の結果として第一線行政職員の執行活動が政策アウトプットと政策アウトカムに影響

を与えることを示す。実証的には、生活保護政策の実施過程において自治体の幹部職員が

厚生労働省、首長、ケースワーカーの利益に配慮しながら自律的に政策を変容させており、

その結果としてケースワーカーの執行活動が生活保護受給者数や自殺者数を変化させるこ

とを明らかにする。生活保護政策において、生活保護受給者数は政策アウトプット、自殺

者数は政策アウトカムである。 

本稿の実証分析は以下の通りである。第一に、ケースワーカーの執行活動の計量分析に

よって、自治体の幹部職員が自律的に政策を変容させるという因果効果を実証する。第二

に、北九州市における生活保護行政の歴史分析を行い、自治体の幹部職員が自律的に政策

を変容させることで生活保護受給者数に影響を与えるという因果メカニズムを明らかにす

る。第三に、保護率の計量分析では、なぜ政策アウトプットの生活保護受給者数が変化す

るのかをケースワーカーの執行活動によって説明する。第四に、自殺率の計量分析ではケ

ースワーカーの執行活動が直接的・間接的に政策アウトカムの自殺者数に影響を与えるこ

とを示す。 
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はじめに 

本稿の目的は、生活保護政策を対象として、なぜ政策が実施過程において変容するのか、

その結果いかなる政策アウトプットと政策アウトカムが生じるのかを説明することである。

政策実施過程論によると、政策は実施過程を通じて変容する可能性がある1。社会経済環境

の変動に加えて、政策設計者、政策実施過程に関与するアクター、第一線行政職員の影響

を受けるからである。政策設計者は政策と執行活動を規定する詳細なルールを作成し2、政

策実施機関は利害関係者の影響を受けながら政策を執行する3。さらに、実施機関において

広範な裁量を持ちながら政策を実施するのが第一線行政職員である4。これらアクターの影

響が多様な政策領域で実証されてきた。 

しかし、先行研究はアクターの個別的な影響力を実証するにとどまり、アクター間の関

係が政策を変容させる可能性を十分に検討していない。政策実施過程においてアクターは

他のアクターから独立して政策を変容させることはできない。例えば、政策設計者が政策

を変更しても、それを実施機関さらには第一線行政職員が忠実に実施しなければ政策は変

容しない。したがって、政策実施過程におけるアクター間の関係を理論的に説明する必要

がある。加えて、先行研究は政策が変容する過程に関心を持つ一方で、政策が変容した結

果いかなる政策アウトプットと政策アウトカムが生じるのかを実証していない。そもそも

政策実施過程が政策アウトプットや政策アウトカムに影響を与えないのであれば、なぜ政

策が実施過程において変容するのかを検討する意義は小さい5。 

 そこで、本稿は政策実施過程におけるアクター間の委任関係に注目し、政策変容のメカ

ニズムとその帰結を提示する。政策実施過程は二つのアクター間の委任関係で構成されて

いる。ひとつは、政策設計者と実施機関のリーダーから実施機関の幹部職員への委任であ

る。幹部職員は政策設計者の政策と実施機関のリーダーの命令に基づき政策を実施するこ

とを求められている。もうひとつは幹部職員から第一線行政職員への委任である。幹部職

員は政策設計者と実施機関のリーダーから委任された政策実施をさらに第一線行政職員に

                                                   
1 例えば真山(1991)。 
2 政策実施過程論のトップダウン・アプローチに当たる。例えば Van Meter and Van 

Horn(1975)。 
3 政策実施過程論のボトムアップ・アプローチに当たる。例えば Hjern and Porter(1981)。 
4 政策実施過程論におけるストリートレベルの官僚制の理論に当たる。Lipsky(1980)が代表

的である。 
5 政策の失敗という政策アウトカムが生じた原因を探るために政策実施過程の研究は始ま

った。その古典的な研究として Pressman and Wildavsky(1973)。 
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委任している。政策実施過程における二つの委任関係は幹部職員を通じて連鎖している。 

  幹部職員は委任の連鎖の結節点という立場を利用し自律的に政策を変容させることが

できる6。なぜなら、幹部職員はアクター間の情報を仲介する役割を担当しており情報を操

作できるからである。政策実施過程において幹部職員は政策設計者の政策を具体化し第一

線行政職員に伝達するとともに、第一線行政職員の執行状況を要約して政策設計者に報告

する。また、実施機関において幹部職員はリーダーの命令を具体化し第一線行政職員に指

示するとともに、第一線行政職員の業務実績を取捨選択してリーダーに報告する。 

 このように、政策設計者の政策、実施機関のリーダーの命令、第一線行政職員の執行状

況といった情報が集中するので、幹部職員は上下双方向の情報を統制できる立場にある。

ただし、幹部職員が他のアクターの利益から著しく逸脱した行動をとると、政策設計者と

実施機関のリーダーは相当の費用を払ってでも幹部職員の行動を是正できる。同様に、第

一線行政職員も裁量を行使して幹部職員の指示に抵抗できる。幹部職員はこうした可能性

を事前に予測し、他のアクターの利益に配慮しながら情報を操作する。つまり、政策設計

者、実施機関のリーダー、第一線行政職員の許容範囲で情報を操作し政策を変容させるの

である。加えて、本稿では政策変容の結果として政策アウトプットと政策アウトカムが変

化することを実証する。 

 こうした分析枞組みは生活保護政策の実施過程を対象として実証する。国と自治体が政

策の形成と実施を分業する生活保護政策では政策設計者、実施機関のリーダー、幹部職員、

第一線行政職員はそれぞれ厚生労働省（厚労省）、首長、自治体の幹部職員（自治体幹部）、

ケースワーカーに対応している。上記の議論に従えば、実施機関の幹部職員である自治体

幹部が他のアクターの利益に配慮しながらも自律的に政策を変容させており、その影響に

よって政策アウトプットさらには政策アウトカムが変化すると考えられる。 

 本稿の構成は以下の通りである。まず、第 1 章では先行研究の整理を通じて政策実施過

程論の到達点と残された課題を示し、その解決策として本稿の分析枞組みを構築する。第 2

章以降では、そこから導出した仮説を生活保護政策の実施過程に関する計量分析と歴史分

析によって検証する。第 2 章ではケースワーカーの執行活動の計量分析によって、自治体

幹部が自律的に政策を変容させるという因果効果を実証する。第 3 章では北九州市におけ

る生活保護行政の歴史分析を行い、自治体幹部が自律的に政策を変容させることで政策ア

                                                   
6 詳細については第 1 章で説明するが、以下の政策変容に関する議論は三人一組論に依拠し

ている。Dunsire(1979)、曽我(2005) p144-148。 
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ウトプットに影響を与えるという因果メカニズムを明らかにする。第 4 章の保護率の計量

分析では政策変容の結果として政策アウトプットが変化することを、さらに第 5 章の自殺

率の計量分析ではその影響が政策アウトカムにも及ぶことを示す。最後に、第 6 章で本稿

の議論をまとめ若干の含意と今後の課題を述べる。 
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第 1章 政策実施過程というブラックボックス：先行研究の整理と分析枠組みの提示 

 本章では先行研究を整理し政策実施過程論の到達点と残された課題を示す。さらに、そ

の解決策として本稿の分析枞組みを構築し、そこから生活保護政策で検証するための仮説

を導出する。为な先行研究としては、伝統的な政策実施過程論であるトップダウン・アプ

ローチ、ボトムアップ・アプローチ、ストリートレベルの官僚制の理論に加えて、統合ア

プローチの模索からガバナンス論への展開という近年の研究動向を紹介する。 

 

1.1 伝統的な政策実施過程論 

政策実施過程論7は、政策が失敗した原因を実施過程に求める研究から始まり、その問題

意識はなぜ政策が実施過程において変容するのか、その結果いかなる政策アウトプットと

政策アウトカムが生じるのかにあった。政策実施過程論の起源であるウィルダフスキーと

プレスマンの研究では、連邦政府の補助金プログラムがカリフォルニア州オークランド市

において変容していく過程を実証し、その結果として政策の失敗という政策アウトカムが

生じたと为張している8。政策実施過程論は政策の失敗という従属変数に対する関心から誕

生したのである。 

 しかし、ウィルダフスキーらの研究を契機として発展した伝統的な政策実施過程論は、

政策アウトプットや政策アウトカムではなく政策実施過程それ自体に関心を持ち、なぜ政

策が実施過程において変容するのかという問いに対して三つの解答を提示した。政策変容

の原因として、トップダウン・アプローチは政策の具体的な内容や政策を運用するための

ルールを挙げ、ボトムアップ・アプローチは政策実施過程に関与するアクターに注目し、

ストリートレベルの官僚制の理論は第一線行政職員の広範な裁量を強調した。誰が政策を

変容させるのかという観点で整理すると、トップダウン・アプローチは政策設計者、ボト

ムアップ・アプローチは政策実施過程に関与するアクター、ストリートレベルの官僚制の

理論は第一線行政職員である。それぞれのアプローチを順に紹介する。 

 トップダウン・アプローチ 

 トップダウン・アプローチによると、政策が実施過程において変容する原因は政策設計

                                                   
7 政策実施過程論の日本語のレビューとしては真山(1991)、伊藤(2010)、嶋田(2010a)、嶋

田(2010b)。英語のレビューとしては Winter(2007)、Hill and Hupe(2009)、Hupe(2014)。 
8 Pressman and Wildavsky(1973)。 
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者に求められる9。すなわち、政策設計者は政策の作成に失敗したり10、政策の運用段階で

実施機関や第一線行政職員を十分に統制できなかったりする。その結果、政策が実施過程

を通じて具体化される際に、従来の政策目的と異なる実施機関独自のルールや計画が作成

される11。例えば、厚生省の通達によって具体化される生活保護法は自治体の実務上の裁量

を広範に認めており、就労指導の方法、世帯分離の運用、生活用品や不動産の保有限度な

どにバリエーションが存在することが現場の実態調査を踏まえて指摘されている12。 

 他方で、政策設計者は権限、金銭、人材、情報といった行政資源を操作し13、実施機関や

第一線行政職員を統制することで政策の変容を抑制している14。そもそも日本の行政におい

ては、政策設計者である中央省庁が機関委任事務（現在の法定受託事務）という権限によ

って自治体の政策実施を画一化していると为張されてきた15。こうした伝統的な中央集権論

は、政策が変容しない原因を政策設計者に求める点でトップダウン・アプローチとして捉

えられる。 

 

 ボトムアップ・アプローチ 

 ボトムアップ・アプローチによると、政策は実施過程に関与するアクターの影響を受け

て変容している16。すなわち、実施機関は利害関係者の影響を受けながら政策を実施してお

り、一部の政策では実施機関と利害関係者の間に固定化されたネットワークが存在してい

る。なお、第一線行政職員は政策執行者として実施過程に関与しているが、ボトムアップ・

アプローチではなくストリートレベルの官僚制の理論17として取り上げる。この理論では、

政策実施過程に関わるアクターのうち第一線行政職員こそが政策を変容させると強調して

いるからである。 

 日本の行政に特徴的な執行スタイルとして、実施機関の自治体は行政指導を多用する傾

                                                   
9 代表的な研究として Van Meter and Van Horn(1975)、Bardach(1977)、Sabatier and 

Mazmanian(1983)、Hogwood and Gunn(1984)。 
10 吉田(2008)によると、警察庁が 1990 年代初頭に警察活動よりサービスを重視する制度改

革を行った結果、警察活動の正統性と効率性が低下した。 
11 大橋(2010) 、飯塚(2012) 、横川(2014)。日本の行政学における政策実施研究の嚆矢と言

える足立(1975)では、土地収用法を対象に法律と執行活動の乖離が実証されている。 
12 大橋(1998)。 
13 フッド(2000)。 
14 税務署職員の行動を統制するための仕組みを紹介した研究として脇本(2011)。 
15 代表的な研究として辻(1976)。 
16 代表的な研究として Hjern and Porter(1981)、Barrett and Fuge(1981)。 
17 代表的な研究として Lipsky (1980)。 
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向がある18。水質汚濁防止法と廃棄物処理法の執行において、自治体は環境規制の違反者に

対して行政指導を繰り返し、その違反行為が是正されない場合でも告発などの行政処分に

踏み切ることはほとんどないという19。行政は問題を先送りする傾向があり、違反者と争う

よりも規制対象者との信頼関係を維持しようとするからである。しかし、近年では行政が

フォーマル志向を強化し、深刻な違反行為に対して行政処分を行うようになっているとの

指摘もある20。 

 また、同一の政策であっても、どの実施機関が実施するかによって執行スタイルは異な

る。自治体が行政指導に依存する水質汚濁防止法と廃棄物処理法では、警察は行政の補完

的な役割を認識しながら、違反行為の内容に応じて警告と告発を選択的に執行している21。

屋外広告物の規制政策では、違反の是正方法が実施機関によって異なる。条例制定済み市

町村が行政指導を繰り返すのに対して、都道府県の出先機関は行政指導だけでなく命令や

勧告といった法的手段もとるという22。 

 トップダウン・アプローチで取り上げた中央集権論に反して、地方自治論では実施機関

が政策設計者から自律的に政策を執行していると为張されている23。すなわち、自治体は国

の所管省庁に意見や要望を提出したり、国会議員と地方議員の系列関係を通じて陳情した

りすることで自律的に政策を実施できる。こうした行政ルートや政治ルートを利用した自

治体の裁量は、DV 防止政策24といった多様な政策領域で確認されている。 

 さらに、政策実施過程には多くの利害関係者が存在し政策を変容させている。为な利害

関係者としては政治家25、利益団体、政策の対象者（クライエント）26を挙げることができ

る。政治家では前述した議員の系列関係に加えて、首長と地方議員が政策を変容させてい

る。地方分権改革後の教育行政では、一部の首長が政治的利益に基づき尐人数学級の導入

                                                   
18 日本の官僚制全般が行政指導に依存する点を指摘した研究として新藤(1992)。 
19 水質汚濁防止法および廃棄物処理法については北村(1997)、北村(2009)。水質汚濁防止

法については平田(2009)。屋外広告物の規制については伊藤(2012)、高村(2012)。そのほか、

徴税行政と福祉行政の政策実施を分析する研究として伊藤(1980)。 
20 青木(2006)。 
21 北村(1997)、北村(2009)。 
22 伊藤(2012)、伊藤(2013)。 
23 代表的な研究として村松(1988)。 
24 手嶋(2010)。 
25 Sholz, Twombly and Headrick(1991)。 
26 クライエントが第一線行政職員に与える影響に注目する理論としてパブリック・エンカ

ウンター論が存在する。その代表的な研究として Goodsell(1981)。日本語での紹介として

畠山(1989)。 
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を進めたという27。神戸市の公営住宅管理では、家賃滞納や不適正入居者を放置する慣行が

市議会での議論を契機に改められた28。 

 利益団体では、労働組合が労使交渉を通じて行政サービスの質と量に影響を及ぼしてい

る。首長や地方議会が行政改革の一環で人員削減を求める場合に、労働組合は当局との事

前協議や自为的な要員調査などで自身の意見を改革案に反映させることができる29。清掃行

政では、現業職員を中心とする労働組合が分別収集といった先進的な取り組みを進めてき

た。 

 規制政策において、クライエントは個別利益に基づき行政に抵抗し政策を変容させてい

る。行政がクライエントの協力なしで規制の実効性を確保するのはリソース不足のため困

難であり、一定の秩序が維持されている限り違反行為を放置することもある。自動車運送

事業の許認可行政において、運輸省は無免許事業者を摘発し免許事業者を指導する必要が

あるが、社会問題化するまでトラックの運賃ダンピングや白トラを黙認していた30。また、

1950～60 年代に通産省は繊維産業と鉄鋼業の過当競争を規制しようとしたが、繊維の零細

企業や中小企業、鉄鋼の後発企業の抵抗を受けて失敗に終わった31。 

 以上のように、政策実施過程には実施機関を中心に多様なアクターが関与しており、ア

クター間にはネットワークが構築されることがある。 

 

 ストリートレベルの官僚制の理論 

 ストリートレベルの官僚制の理論によると、第一線行政職員は裁量を持ちながら政策を

実施しており、実質的な政策形成者としての役割を果たしている32。現場に裁量が生じる理

由は、そもそも対人サービスでクライエントへの個別的な対応が期待されていることに加

えて、他のアクターが第一線行政職員を十分に統制できないからである33。政策設計者が政

策で、実施機関が独自のマニュアルで第一線行政職員の行動を制約しようとしても、政策

やマニュアルにはその目標を含めて曖昧な部分が残される（曖昧な目標）。その対応策とし

て、さらに詳細なルールを定めても、ルールが増加するほどルール間に矛盾が生じ、第一

                                                   
27 青木(2013)。 
28 明石(2002)。 
29 中村・前浦(2004)。 
30 森田(1988)。 
31 北山(1985)。 
32 Lipsky(1980)、田辺(1988a)、畠山(1989)、田尾(1994)、真渕(2010)。 
33 May and Winter(2009)。 
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線行政職員は自身に都合のよいルールを選択的に適用できる34。 

また、直属の上司でさえ部下の第一線行政職員を統制するのは困難である35。第一に、第

一線行政職員は上司から物理的に離れた場所で職務を遂行することが多く、その行動を詳

細に把握できない。第二に、そもそも部下がいかなる目標を持っているのかさえ上司にと

っては明らかでない。 

 第一線行政職員がいかなる裁量を行使しているのかについては、個人レベルと組織レベ

ルの裁量に整理できる。個人レベルでは、第一線行政職員は自身の倫理観に基づきクライ

エントを価値のある者と価値のない者に分類し、それぞれに異なる対応をとっている36。す

なわち、価値のある者には手厚いサービスを提供する一方で、価値のない者には最低限の

サービスを与えたり積極的に制裁を課したりする。クライエントのためになると信じる行

動をクライエントの意向に配慮せずに善意で押し付けることもある37。クライエントが抵抗

できないのは、行政サービス以外の選択肢を持たず第一線行政職員に依存せざるを得ない

からである（非自発的なクライエント）。 

他方で、現場の状況に応じて臨機応変に行動する第一線行政職員の姿が観察されている。

アメリカの都市での参与観察によると、警察官とソーシャルワーカーは利害関係者のニー

ズを調整しながらケースごとに相応しい目標と手段を選択し、政策実施においてリーダー

シップを発揮している38。 

 組織レベルあるいは第一線行政職員の集団レベルでは、職務環境に適応した行動様式と

職業文化や専門性に基づく行動が明らかにされている。職務環境の特徴として、第一線行

政職員は慢性的なリソース不足に悩まれており、リソースを節約するための行動様式を発

達させている39。すなわち、クライエントの個別的な事情に逐一配慮すると膨大なリソース

が必要なので、年齢、性別、職業などでクライエントをカテゴリー化し、カテゴリーごと

の対応方法を事前にルーティン化している。その結果、第一線行政職員にとって優先順位

の高いカテゴリーにリソースが集中的に投下される一方で、一部のクライエントはいずれ

のカテゴリーにも当てはまらないという理由でたらい回し40されることになる。 

                                                   
34 畠山(1989)はこうした現象をルールのパラドクスと呼んでいる。p157-166。 
35 Brehm and Gates(1997)、chp2。 
36 Maynard-Moody and Musheno(2003)。 
37 畠山(1989)。 
38 Vinzant and Crothers(1998)。 
39 Lipsky(1980)。 
40 Harris(1987)。 
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 また、第一線行政職員は政策の専門家として行動したり、職場の同僚と共有する職業文

化（職業規範）を遵守したりする41。そのため、政策設計者や政治家などの意向に反する行

動がとられることがある。1990 年代のアメリカでは、福祉サービス受給者に対する就労指

導を強化する制度改革が行われたが、第一線行政職員は既存の職業文化に基づき就労指導

ではなく受給資格の認定業務にリソースを集中させた42。日本の行政では、地方分権改革後

も旧機関委任事務と国の権威を高く評価する自治体職員の意識が維持された結果、政策執

行に変化がほとんど生じなかった43。 

 こうした組織レベルの行動様式は構成員の間で共有されるので、第一線行政職員の人的

連続性が行政活動を安定させるとの指摘がある。幕末から明治初期にかけて、蝦夷地（北

海道）の統治为体は江戸幕府から明治政府に移行したが、新政府は維新後も旧箱館奉行所

の下級職員を雇用し職務の継続性を確保することで統治体制を安定させたという44。 

 

1.2 近年の研究動向 

 1990 年代に入ると、なぜ政策が実施過程において変容するのかという問題関心を引き継

ぎながら、伝統的な政策実施過程論の三つのアプローチを統合する試みが行われた。とい

うのも、三つのアプローチが政策変容の原因として挙げた政策設計者、政策実施過程に関

与するアクター、第一線行政職員がともに政策を変容させる可能性があるからである。そ

こで、アクター間のコミュニケーション45や政策目的の明確性46に注目した統合モデルが構

築された。しかし、モデルの過度な複雑化で実証するのが困難になり47、統合モデルの模索

は 1990 年代半ばには下火になった。 

 これに代わって、近年では第一線行政職員や民間アクターといった政策執行者を統制す

る存在として官僚制に注目が集まっている。政策実施機関において、幹部職員や直属の上

司は職務環境の操作48やリーダーシップの発揮49によって第一線行政職員の行動を統制して

                                                   
41 Brehm and Gates(1997)。日本の警察官の職業文化を実証的に明らかにした研究として

吉田(2006)、吉田(2010)。 
42 Mayers, Glaser and Donald(1998)、Sandfort(2000)、Riccucci(2005)。 
43 田口(2003)、嶋田(2003)。 
44 門松(2009)、門松(2014)。 
45 Goggin, Bowman, Lester, O’Toole and Laurence(1990)。 
46 Matland(1995)。 
47 Winter(2007)。 
48 Scott(1997)、Jewell and Glaser(2006)。 
49 Foldy and Buckley(2010)。 
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いる。例えば、上司の専門性が高い職場では、住民基本台帳のなりすまし請求や大量閲覧

問題に対処するために既存のルーティンが革新されたことが報告されている50。 

 また、ガバメントからガバナンスへの流れの中で、行政と民間アクターが政策実施を分

担することが増加しているが51、官僚制はこれらアクターの行動を統制する役割を果たして

いる。第一線行政職員の介護認定調査員と専門家の介護認定審査会委員が分業する介護認

定業務の執行過程では、担当課職員が情報の操作などを通じてアクター間の分業を調整し

ている52。木造建築・自動車・電気用品に対する規制政策の実施過程において、規制官庁は

規制対象の複雑化などによって民間アクターの協力をこれまで以上に必要としているが、

業界団体の捕虜になることなく一定の裁量を行使しているという53。屋外広告物の規制活動

では、市民や NPO との官民連携が政策アウトプットを改善させることが指摘されている54。 

 こうした官僚制に注目する研究は、実施機関の幹部職員、担当課職員、上司、NPO や市

民といったアクターが政策実施過程に関与していることを指摘したという意味でボトムア

ップ・アプローチとして捉えることができる。なお、特定の政策に関心を持つ学問分野で

は、政策アウトプットのバリエーションを説明する要因のひとつとして政策実施過程が検

討されている。こうした研究は政策実施過程論を明確に意識していないが、多様な学問分

野で大量に生産されている55。 

 

1.3 先行研究に残された課題 

 先行研究の内容を改めて要約した上で、そこに残された課題を二点指摘する。ウィルダ

フスキーとプレスマンの研究は、連邦政府の補助金プログラムの失敗を説明するために政

策実施過程を検討し、なぜ政策が実施過程において変容するのか、その結果いかなる政策

アウトプットと政策アウトカムが生じるのかという問題を提起した56。前者の問いに対して

伝統的な政策実施過程論は三つの解答を与えた。政策変容の原因としてトップダウン・ア

プローチは政策設計者を57、ボトムアップ・アプローチは実施機関や利害関係者といった政

                                                   
50 松尾(2005)第 7 章。 
51 Hill and Hupe(2009)。 
52 荒見(2014)、荒見(2015)。 
53 村上(2013)。 
54 伊藤(2012)。 
55 Saetren(2014)。 
56 Pressman and Wildavsky(1973)。 
57 例えば Van Meter and Van Horn(1975)。 
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策実施過程に関与するアクターを58、ストリートレベルの官僚制の理論は第一線行政職員を

挙げた59。1990 年代前半には三つのアプローチを統合する試みが行われたが、モデルの複

雑化によって失敗したと評価されている60。さらに、近年では官僚制と政策執行者の関係に

注目する研究が増加しており61、こうした研究はボトムアップ・アプローチとして捉えるこ

とができる。 

 このように、先行研究は伝統的な政策実施過程論の三つのアプローチを現在でも乗り越

えられていない。政策設計者、政策実施過程に関与するアクター、第一線行政職員の関係

をモデル化できておらず、アクター間の関係を理論的に説明する必要がある。なぜなら、

いずれのアクターも他のアクターから独立して政策を変容させることはできないからであ

る。政策設計者が利害関係者の介入を許容する政策を作成した場合でも、利害関係者の側

に介入するインセンティブが存在しなければ政策は変容しない。また、実施機関は利害関

係者の影響を受けながら政策を具体化するが、それを第一線行政職員が忠実に執行すると

は限らない。第一線行政職員が行使できる裁量の範囲は政策と実施機関内の組織管理によ

って制約される。 

 加えて、先行研究はなぜ政策が実施過程において変容するのかに取り組んできたが、政

策変容がいかなる政策アウトプットと政策アウトカムをもたらすのかという問題が残され

ている。そもそもウィルダフスキーらは政策の失敗という政策アウトカムを説明するため

に政策実施過程を研究したのであり、政策変容が政策アウトプットと政策アウトカムに影

響を与えないのであれば政策実施過程を検討する必要はない。先行研究では、政策が変容

するのであれば政策アウトプットさらには政策アウトカムも変化するだろうという暗黙の

前提が置かれていた可能性があるが、政策アウトプットと政策アウトカムは社会経済環境

や他の政策などの影響も受ける。そのため、政策変容とその帰結の因果関係は自明ではな

く実証される必要がある。 

 以上により、先行研究では政策実施過程におけるアクター間の関係と政策変容の帰結が

明らかにされておらず、現在でも政策実施過程というブラックボックスは存在していると

言える。本稿はこれらの課題を解決しウィルダフスキーとプレスマンが提起した二つの問

題に取り組む。第一に、政策設計者、政策実施過程に関与するアクター、第一線行政職員

                                                   
58 例えば Hjern and Porter(1981)。 
59 例えば Lipsky(1980)。 
60 Winter(2007)。 
61 例えば Jewell and Glaser(2006)。 
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の関係をモデル化し、なぜ政策が実施過程において変容するのかを説明する。1990 年代に

挫折した統合モデルの構築に再び挑戦する試みでもある。第二に、政策実施過程論の射程

を改めて政策アウトプットさらには政策アウトカムまで拡張し、政策変容の帰結としてい

かなる政策アウトプットと政策アウトカムが生じるのかを実証する。 

 

1.4 分析枠組みの構築 

繰り返しになるが、本稿の理論的な問いはなぜ政策が実施過程において変容するのか、

その結果いかなる政策アウトプットと政策アウトカムが生じるのかである。以下では、前

者の問いをなぜ第一線行政職員の執行活動が変化するのかに置き換えて議論を進める。政

策実施過程において最終的に政策を実施するアクターが第一線行政職員だからである。他

のアクターは自ら政策を実施しないので、第一線行政職員の執行活動に影響を与えること

で間接的に政策を変容させると考えられる。政策設計者の政策、実施機関の独自ルール、

利害関係者の要求などは最終的に第一線行政職員の執行活動に反映される。 

上記の問いに対する回答として、本稿の分析枞組みを次の手順で構築する。第一に、政

策実施過程におけるアクター間の関係を二つの委任関係の連鎖として捉える。第二に、合

理的選択アプローチと三人一組論に基づき、こうしたアクター間の関係がいかに政策を変

容させるのかを議論する。第三に、政策変容の帰結として第一線行政職員の執行活動が政

策アウトプットさらには政策アウトカムに影響を与えることを示す。このように、本稿の

分析枞組みでは政策がアクター間の委任関係を通じて変容し社会に影響を与えるまでの過

程を一連の流れとして説明する（政策変容→政策アウトプット→政策アウトカム）。 

 政策実施過程における委任関係の連鎖 

 伝統的な政策実施過程論に基づき、アクターとして政策設計者、政策実施過程に関与す

るアクター、第一線行政職員を取り上げる。先行研究はアクター間の関係を中央地方関係、

政策ネットワーク、実施機関内のヒエラルキーとして捉えてきた。中央地方関係論は政策

設計者と実施機関の上下関係に着目し、政策設計者である中央省庁が実施機関の自治体を

いかに統制しているのかを検討している62。これに対し、政策設計者と実施機関の関係、と

りわけ中央省庁と自治体の部局間関係をより対等なネットワークとして捉えるのが政策ネ

ットワーク論である63。また、前述したように近年の政策実施過程論では実施機関内のヒエ

                                                   
62 例えば武智(1996)。 
63 例えば広本(1996-1997)。 
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ラルキーにおける上司と部下の関係が研究されている64。しかし、これらの研究は政策設計

者と実施機関の組織間関係、上司と部下の組織内関係を個別に検討しており、両者がいか

につながっているのかが明らかでない。 

 そこで、本稿では政策実施過程における委任関係に注目しアクター間の関係を包括的に

理解する。日本の行政に特徴的な法定受託事務（旧機関委任事務）を念頭に置くと、政策

実施過程には委任の連鎖が存在する。すなわち、政策実施は政策設計者から実施機関のリ

ーダーへ、実施機関においてリーダーから幹部職員へ、さらに幹部職員から第一線行政職

員65へ委任されている66。ただし、政策ネットワーク論が指摘する通り、日本の行政では政

策設計者が政策実施を実質的に委任するのは実施機関の幹部職員である。 

したがって、政策実施過程は二つのアクター間の委任関係に整理できる。ひとつは政策

設計者と実施機関のリーダーから実施機関の幹部職員への委任で、もうひとつは幹部職員

から第一線行政職員への委任である。幹部職員は政策設計者のルールと実施機関のリーダ

ーの意向に基づき第一線行政職員の執行活動を監督している。つまり、二つの委任関係は

幹部職員を通じて連鎖している。 

 

 政策変容のメカニズム 

本稿では合理的選択アプローチを採用し、アクターが自身の選好を最大限に実現するた

めに行動すると仮定する67。合理的選択アプローチはアクター中心のアプローチであり68、

アクター間の関係に注目する本稿の問題関心と適合的である。アクターの選好は自身にと

って望ましい政策アウトプットさらには政策アウトカムを得ることである。政策実施過程

において、政策アウトプットとは第一線行政職員が政策を執行した結果として生じる産出

物で、政策アウトカムとは政策アウトプットが生じた結果として社会に起きる変化である69。 

いずれも他の政策や社会経済環境などの影響を受けるが、政策アウトプットの方が政策

実施の直接的な産出物としてアクターの影響を受ける可能性が高い。そのため、アクター

                                                   
64 例えば松尾(2005)第 7 章。 
65 第一線行政職員だけでなく民間アクターなどが政策実施を分担する場合も存在するが、

本稿ではモデルの複雑化を回避するために行政が政策実施を独占する場合に限定する。 
66 政策設計者が自ら政策を執行する、政策設計者が政策実施を出先機関に委任するといっ

た仕組みも考えられるが、本稿の分析対象から除外する。とはいえ、こうした政策実施過

程も本稿のモデルを修正すれば説明できる可能性はある。 
67 Brehm and Gates(1997)。 
68 戸矢(2003)。 
69 秋吉・伊藤・北山(2010)第 12 章を参照。 
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は原則として政策アウトプットに関心を持つ。ただし、政策設計者はしばしば政策目的に

特定の政策アウトカムの実現を掲げるので政策アウトカムにも関心を持つ。アクターの選

好が異なる場合、アクターは自身の選好を最大限に実現するために政策を変容させるイン

センティブを持つ。つまり、自身にとって望ましい政策アウトプットを得るために第一線

行政職員の執行活動を操作するのである。 

 三人一組論に基づき、アクター間の委任関係がいかに政策を変容させるのかを示す。三

人一組論は上司、中間管理職、部下の間の情報流通を次のように説明する70。上司の命令は

中間管理職を通じて部下に伝達され、部下の業務報告も中間管理職を経由して上司に伝達

される。上下双方向の情報が集中するという意味で、中間管理職は情報の結節点に位置し

ており上司と部下のコミュニケーションを仲介する役割を果たしている。すなわち、上司

の抽象的な命令を具体化し部下に指示するとともに、部下の具体的かつ専門的な業務報告

を要約し上司に伝えている。 

中間管理職は中立的ではなく自身の選好を実現するために情報を加工するが、その際に

は上司と部下の意向に配慮する71。中間管理職が上司と部下の選好から著しく逸脱した行動

をとると上司の介入や部下の抵抗を受けるからである。上司は相当の費用を払えば中間管

理職の行動を是正でき、部下は裁量を行使して中間管理職の指示に抵抗できる。中間管理

職はこうした可能性を事前に予測し、上司と部下の許容範囲内で自身の選好を追求する。

したがって、三人一組論では中間管理職が上司と部下の選好に配慮しながら上下双方向の

情報を統制し可能な限り自身の選好を実現することが予測される。 

 以上の議論を適用すると、政策実施過程におけるアクター間の委任関係は二組の上司、

中間管理職、部下の関係に整理できる。一組は上司の政策設計者、中間管理職である実施

機関の幹部職員、部下の第一線行政職員の関係である。幹部職員は政策設計者の政策を具

体化し第一線行政職員に伝達するとともに、第一線行政職員の執行状況を要約して政策設

計者に報告する。もう一組は上司である実施機関のリーダー、中間管理職の幹部職員、部

下の第一線行政職員の関係である。実施機関において幹部職員はリーダーの命令を具体化

し第一線行政職員に指示するとともに、第一線行政職員の業務実績を取捨選択してリーダ

ーに報告する。 

                                                   
70 代表的な研究として Dunsire(1979)。簡潔な紹介として西尾(2001)。 
71 曽我(2005)p144-148。上司、中間管理職、部下の選好が同質的である場合を検討するダ

ンザイアの三人一組論に対し、曽我は三者の選好が異質な場合をゲーム理論によって議論

している。 
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このように、幹部職員は情報の結節点に位置するので上下双方向の情報を統制し政策を

変容させることができる。ただし、政策設計者および実施機関のリーダーからの介入と第

一線行政職員の抵抗を回避するために、これらアクターの選好に配慮する必要がある。そ

のため、政策実施過程では幹部職員が政策設計者、実施機関のリーダー、第一線行政職員

の許容範囲内で可能な限り自身の選好を実現するために政策を変容させることが予測され

る。本稿では、他のアクターに配慮しながらも自身の選好を最大限に追求しようとする幹

部職員を自律的な官僚制として捉える72。 

 

 政策変容の帰結 

 政策変容の結果として第一線行政職員の執行活動は政策アウトプットに影響を与える。

というのも、政策実施過程においてアクターは自身にとって望ましい政策アウトプットを

得るために、多岐にわたる執行活動のうち政策アウトプットに影響を与える部分を操作し

ようとするからである。政策アウトプットが第一線行政職員の執行活動によって左右され

ないのであれば、政策を変容させるインセンティブは生じない。また、政策設計者のよう

に政策アウトカムにも関心を持つアクターが存在するので、第一線行政職員は直接的ある

いは政策アウトプットを通じて間接的に政策アウトカムに影響を与える可能性がある。 

 以上の議論を踏まえて政策変容のメカニズムとその帰結を要約したものが図 1-1 である。

実施機関の幹部職員は政策設計者、実施機関のリーダー、第一線行政職員の許容範囲で情

報を操作し政策を変容させることで、自身にとって望ましい政策アウトプットを可能な限

り得ようとする。その結果、第一線行政職員の執行活動は政策アウトプットさらには政策

アウトカムに影響を与える。このように、幹部職員は政策実施過程の舵取り役として他の

アクターの選好に配慮しながらも自身の選好を最大限に実現しようとするのである。 

 

 

1.5 仮説の導出 

 本稿の分析枞組みを生活保護政策の実施過程に適用し仮説を導出する。本稿の実証的な

                                                   
72 政治アクターに覆されない範囲で自身の選好を追求する官僚制に着目する議論として

Huber(2007)。 

図1-1 政策変容のメカニズムとその帰結
政策設計者 幹部職員

政策アウトプット 政策アウトカム
実施機関のリーダー 第一線行政職員
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問いはなぜ生活保護政策が実施過程において変容するのか、その結果いかなる政策アウト

プットと政策アウトカムが生じるのかである。前者の問いはなぜケースワーカーの執行活

動が変化するのかに置き換えて議論を進める。上記の問いに対する仮説は次の手順で導出

する。第一に、生活保護政策を分析対象として選択する理由を示す。第二に、生活保護政

策の実施過程に関与するアクターを確定し、その選好を生活保護政策の執行方針をめぐる

対立軸に位置付ける。第三に、政策実施過程をアクター間の委任関係の連鎖として捉え、

生活保護政策が変容するメカニズムとその帰結を示す。第四に、そこから本稿の仮説を導

出する。 

 分析対象の選択理由 

 生活保護政策を分析対象として選択する理由は次の二つである。ひとつは、生活保護政

策が政策変容のメカニズムを実証する上で不利な条件を持つからである。生活保護政策は

そのほとんどが法定受託事務であり全国一律の政策実施が要請される政策分野である73。そ

のため、政策設計者に当たる厚労省は実施要領を中心とするルールでケースワーカーの執

行方法を詳細に規定し、政策が実施過程において変容するのを予防している。こうした規

律密度の高い生活保護政策において、アクター間の関係が政策を変容させることを実証で

きれば本稿の分析枞組みの妥当性を为張できる。 

 もうひとつは、生活保護政策の実施過程に対する社会的・政治的な関心が高いからであ

る。1980 年代初頭には暴力団員の不正受給74、近年では芸人の母親の受給問題を契機とし

て生活保護の受給資格を審査する行政に疑いの目が向けられた。他方で、北九州市の餓死

事件や年越し派遣村75が報道されると、行政が経済的な困窮者を相談段階で追い返すという

水際作戦に批判が集まった。このように、生活保護関連の事件が起きるたびに、行政がど

のように生活保護政策を実施しているのかについて世論の関心が高まった。 

 また、小泉政権における三位一体改革では、自治体が生活保護政策を実施する上で裁量

を持つのかについて国と地方が論争を繰り広げた76。自治体が裁量を持っているにもかかわ

らず生活保護政策の適正な実施に尽力していないという国の为張に対し、地方は国の政策

を機械的に実施しているだけで裁量を持っていないと反論した。近年でも指定都市市長会

                                                   
73 資格認定を中心とする法定受託事務とは異なり、面接相談や自立支援は自治事務である。 
74 1980 年代の不正受給問題をモラルパニックとして説明する社会学的な研究として菊地

(2001)。 
75 年越し派遣村の背景については岩永(2013a)。 
76 京極(2008)。また、近年の生活保護制度改革の議論をまとめたものとして嶋田(2013)。 
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が生活保護制度の見直しについて意見を表明しており77、橋本徹大阪市長による不正受給調

査専任チームの設置や兵庫県小野市の通称ギャンブル禁止条例の制定などに見られるよう

に政策実施のあり方に関する議論は継続している。 

 

 生活保護政策の執行方針をめぐる対立軸 

生活保護政策の実施過程における政策設計者、実施機関のリーダー、幹部職員、第一線

行政職員はそれぞれ厚生労働省（厚労省）、首長、自治体の幹部職員（自治体幹部）、ケー

スワーカーである。地方議員や受給者団体なども実施過程に関与しているが、アクター間

の委任関係を構成しないので実証分析で取り上げる。 

 アクターの選好は生活保護政策の執行方針をめぐる対立軸に位置付ける。政策実施過程

においてアクターは自身にとって望ましい政策アウトプットを得るために第一線行政職員

の執行活動を操作するので、その執行方針をめぐって対立すると考えられる。本稿では、

林(2008)の議論に基づき生活保護政策の執行方針をめぐる対立軸を検討する。林は生活保護

政策における行政の過誤を濫給と漏給に整理し、両者の間にトレードオフの関係が存在す

ることを指摘した。まず、濫給とは生活保護の受給要件を満たしていないのに保護を与え

ることで、漏給とは受給要件を満たしているにもかかわらず保護しないことである。保護

すべきでないのに保護する、あるいは保護すべきなのに保護しないという意味で、いずれ

も行政の政策実施上の過誤である。 

こうした過誤が起きるのは、行政が生活保護の申請者について完全な情報を把握できな

いからである。行政は常に限られた情報のもとで判断せねばならず、とりわけ疑わしき申

請者を前にしたとき困難な判断を迫られる。濫給を防止しようとすれば疑わしき申請者を

保護しないで漏給を招き、漏給を防止しようとすれば疑わしき申請者まで保護し濫給を増

加させてしまう。このように、漏給と濫給の間にはあちらを立てればこちらが立たずとい

うトレードオフの関係が成立する78。そのため、アクターはどちらの防止を優先するかを選

択せねばならず執行方針をめぐって対立が生じる。 

 さらに、アクターはどちらの防止を優先するかだけでなく、どちらの防止をどの程度優

                                                   
77 生活保護制度の見直し等に関する指定都市市長会要請（平成 25 年 7 月 25 日）。

http://www.siteitosi.jp/activity/honbun/h25_07_25_01.html（平成 27 日 1 月 11 日最終ア

クセス）。 
78 林(2008)、原田(2010)。こうした過誤回避のジレンマが生活保護に限らず、行政活動全

般に存在することを指摘したものとして手塚(2010)。 
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先するかによっても対立する。例えば、首長と自治体幹部がともに濫給の防止を望んでい

るとしても、首長の方が強く望んでいれば一層の防止を自治体幹部に求めるだろう。本稿

はどちらか一方を防止しようとする方針のなかにもバリエーションがあると仮定し、濫給

の防止と漏給の防止が対立する一次元の対立軸にアクターの選好を位置付ける。 

 

 アクターの選好とケースワーカーに影響を与える方法 

 それぞれのアクターがいかなる選好を持ち、どのようにケースワーカーの執行活動に影

響を与えるのかを示す。厚労省、首長、自治体幹部、ケースワーカーを順に検討する。な

お、複数のアクターの選好が一致していたとしても、アクターが対立する可能性は残され

ている。例えば、複数のアクターが濫給の防止を望む場合でも、それを優先する程度で対

立することがある。 

 厚労省は政策設計者として生活保護政策とその執行方法を規定するルール79を作成する。

なお、厚労省とは生活保護行政を所管する社会援護局保護課を想定している。厚労省は生

活保護制度の守護者として外部からの批判を回避するために政策実施の適正化を図ってき

た80。毎年度、財務省（旧大蔵省）の予算査定を受け、生活保護受給者の最低生活費の算定

基礎に当たる保護基準の改定を交渉する必要がある81。また、総務省（旧行政管理庁）と会

計検査院の監査によって生活保護行政の問題点が集中的に指摘されることもある。 

したがって、厚労省は原則として濫給の防止を優先し、生活保護行政が適正に運営され

ているという評判を維持しようとすると考えられる。とりわけ財政危機の時期には、世論

の不正受給バッシングを背景に政治家や財務省の締め付けが強まるので、こうした傾向に

拍車がかかるだろう。しかし、近年では北九州市の餓死事件やリーマンショックを受けて、

申請権の保護やホームレスに対する生活保護の適用などで漏給の防止を強化する動きも見

られる82。このように、厚労省は生活保護制度を取り巻く環境変化に応じて自身の選好を変

更し、その実現のためにルールを操作するのである。 

 首長は住民から民为的に選出される自治体組織のリーダーであり、その選好は党派性モ

デルから導くことができる。党派性モデル83によれば、政治アクターは保守系では開発政策

                                                   
79 実施要領の変遷については岩永(2005)、岩永(2011)。 
80 副田(2014)。 
81 田辺(1987)、岩永(2011)。 
82 原田(2010)、阿部(2013)。 
83 代表的な研究として飽戸・佐藤(1986)。アメリカのニューヨーク市において、共和党が



19 

 

を重視し、革新系では再分配政策を志向している。限られた財政資源の下で、両方の政策

を同時に追求することは難しく、政治アクターは党派性に沿った政策を優先すると考えら

れる。そのため、再分配政策の生活保護に対して保守系が抑制的になる一方で、革新系は

寛容な姿勢をとるだろう。つまり、政治アクターの選好は保守系では濫給の防止、革新系

では漏給の防止である。首長は自身の党派性に基づき自治体幹部へ命令を出し、ケースワ

ーカーの執行活動を操作しようとする。 

 自治体幹部は厚労省のルールと首長の命令に基づき、福祉事務所とそこに勤務するケー

スワーカーを管理する本庁部門のことである。具体的には財政課、人事課、保護課、監査

課を想定している。これらの課はそれぞれ所掌事務では異なるが、安定的な自治体運営を

確保しようとする点で共通しており一つのアクターとして捉えられる。自治体幹部は濫給

の防止を優先し生活保護費を抑制しようとすると考えられる。というのも、義務的経費で

ある生活保護費が膨張すると自治体財政が硬直化し84、新規の投資事業などが困難になるか

らである。北海道夕張市のように財政破綻するリスクも高まる。 

 詳しくは第 3 章で検討するが、自治体幹部は組織管理を通じてケースワーカーを統制す

る85。具体的にはケースワーカーを執行、インプット、アウトプットの三点で管理している。

執行の面ではルールやマニュアルなどで生活保護業務の標準化を進める。インプットの面

ではルール通りの執行を可能にするためのリソースを投入する。アウトプットの面では統

一的な評価基準でケースワーカーの執行活動を事後的に評価する。 

 ケースワーカーはクライエントと接触しながら生活保護政策を実施する第一線行政職員

である。申請前の面接から受給資格の審査、保護開始、受給者の自立支援、保護廃止に至

る一連の生活保護業務に従事している。その選好は特徴的な職務環境から導くことができ

る86。ケースワーカーは慢性的なリソース不足に悩まされており、リソースを節約するため

の行動様式を発達させている。すなわち、クライエントのカテゴリー化や標準的な業務手

順の作成などで日常業務をルーティン化している。しかし、生活保護政策の執行方針が変

更されると、新しい方針に合ったルーティンに修正しそれを再び習得する必要がある。申

請時の調査項目の増加、扶養義務調査の強化、収入認定の厳格化、不正受給対策といった

形で新しい業務が追加される可能性もある。したがって、ケースワーカーは現状の執行活

                                                                                                                                                     

新しい支持者を獲得するために福祉政策を利用したことを指摘する研究として西山(2008)。 
84 星野(2009)、林(2011)。 
85 沼上(2004)。 
86 Lipsky(1980)、田辺(1988a)、畠山(1989)、田尾(1994)、真渕(2010)。 
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動を維持することを望むだろう。 

 ケースワーカーは次の二つの理由で濫給の防止と漏給の防止のどちらにもコミットして

いない。第一に、日本のケースワーカーは一般行政職が配置されることが多く、生活保護

政策について特定の立場を持たない。配置前からケースワーカーを希望していた者は尐な

く87、配置後も早くから異動を希望する者が多い。第二に、福祉政策の専門家であれば生活

保護政策にコミットする可能性があるが88、そうしたケースワーカーはほとんど存在しない。

2004 年度福祉事務所現況調査によれば、名称独占の資格で高い専門性が認められる社会福

祉士のケースワーカーは 2.8％に過ぎない。社会福祉为事という資格を保有するケースワー

カーは多いが、社会福祉为事は四年制大学を卒業していれば容易に取得できるので福祉の

専門家とは言えない89。 

 また、ケースワーカーはその勤務実態を踏まえれば余暇最大化も追求していない。新潟

市および新潟県内の 14 市の生活保護行政に関するアンケート調査によれば、ケースワーカ

ーの月平均の残業時間は 21～30 時間 27.1％、31 時間以上 35.5％にも達している90。全国

的に一人当たりの担当ケース数が標準数を慢性的に超過する状況91を考慮すれば、こうした

過重労働は新潟県以外の自治体にも当てはまると推測できる。 

 

 生活保護政策の変容メカニズムとその帰結 

 本稿の分析枞組みに基づき、生活保護政策の実施過程をアクター間の委任の連鎖として

捉え、生活保護政策の変容メカニズムとその帰結を示す（図 1-2）。生活保護行政では厚労

省が政策を作成し、その実施を自治体に委任している。自治体組織においては政策実施を

首長から自治体幹部へ、そして自治体幹部からケースワーカーへ委任している。つまり、

生活保護政策の実施過程は厚労省と首長から自治体幹部への委任関係と、自治体幹部から

ケースワーカーへの委任関係で構成されており、二つの委任関係は自治体幹部を通じて連

鎖している。 

 こうした委任関係は二組の上司、中間管理職、部下の関係に整理できる。一組は上司の

                                                   
87 首都圏の福祉事務所に勤務するケースワーカーにアンケート調査を行った坪内(1996)に

よると、ケースワーカーを希望していた者は 27.4％であった。 
88 公務員の専門性に基づく行動を明らかにした研究として藤田(2008)。 
89 藤田(2002)。 
90 早坂・土橋・武田(2011)。 
91 小野・長友(2004)。 
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厚労省、中間管理職である自治体幹部、部下のケースワーカーの関係である。自治体幹部

は厚労省のルールを具体化しケースワーカーに伝達するとともに、ケースワーカーの執行

状況を要約して厚労省に報告する。もう一組は上司である首長、中間管理職の自治体幹部、

部下のケースワーカーの関係である。自治体組織において自治体幹部は首長の命令を具体

化しケースワーカーに指示するとともに、ケースワーカーの執行状況を取捨選択してリー

ダーに報告する。 

このように、自治体幹部は情報の結節点に位置するので、上下双方向の情報を統制し政

策を変容させることができる。とはいえ、厚労省および首長からの介入とケースワーカー

の抵抗を回避するために、これらアクターの選好に配慮する必要がある。そのため、政策

実施過程では自治体幹部が厚労省、首長、ケースワーカーの許容範囲内で自身の選好を実

現するために政策を変容させることが予測される。加えて、政策変容の結果としてケース

ワーカーの執行活動は政策アウトプットさらには政策アウトカムに影響を与える。 

 

 

 仮説の導出 

 以上の議論を踏まえ生活保護政策の変容とその帰結に関する仮説を導出する。政策実施

過程において自治体幹部は厚労省、首長、ケースワーカーの選好に配慮しながら政策を変

容させる。そのため、厚労省、首長、ケースワーカーの選好はそれぞれケースワーカーの

執行活動に影響を与える。厚労省は生活保護制度を取り巻く環境変化に応じて自身の選好

を変更し、その実現のためにルールを操作する。首長は党派性に基づき自治体幹部へ命令

を出す。そして、自治体幹部は厚労省のルールと首長の命令に基づきケースワーカーの執

行活動を統制するが、その際にケースワーカーの選好に配慮する必要がある。ケースワー

カーは現状の執行活動を維持することを望むので、執行活動の変化は漸進的に生じるだろ

う。 

加えて、自治体幹部は厚労省のルールと首長の命令をそのままケースワーカーに伝達す

るのではなく、それらを他のアクターの許容範囲で独自に解釈し自身の選好を最大限に実

現しようとする。自治体幹部は財政安定化を望むので、生活保護費が自治体財政を圧迫す

る場合には情報を操作し可能な限り濫給を防止しようとするだろう。最後に、政策変容の

図1-2 生活保護政策の変容メカニズムとその帰結
厚労省 　自治体幹部

政策アウトプット 政策アウトカム
首長 ケースワーカー
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結果としてケースワーカーの執行活動が政策アウトプットさらには政策アウトカムに影響

を与えることが予測される。 

【政策変容に関する仮説】 

仮説①厚労省は生活保護制度を取り巻く環境変化に応じて自身の選好を変更し、それをル

ールの操作を通じてケースワーカーの執行活動に反映させる。 

仮説②首長は党派性に基づき自治体幹部に命令を出しケースワーカーの執行活動に影響を

与える。 

仮説③生活保護費が自治体財政を悪化させる場合に、自治体幹部は厚労省のルールと首長

の命令を独自に解釈しケースワーカーに可能な限り濫給を防止させようとする。 

仮説④自治体幹部は組織管理にあたって現状維持を望むケースワーカーの選好に配慮する

ので、ケースワーカーの執行活動は漸進的に変化する。 

【政策変容の帰結に関する仮説】 

仮説⑤ケースワーカーの執行活動は政策アウトプットに影響を与える。 

仮説⑥ケースワーカーの執行活動は直接的あるいは政策アウトプットを通じて間接的に政

策アウトカムに影響を与える。 

 

1.6 実証分析の概要 

 繰り返しになるが、本稿の理論的な問いは、なぜ政策が実施過程において変容するのか、

その結果いかなる政策アウトプットと政策アウトカムが生じるのかである。実証的な問い

は、なぜ生活保護政策が実施過程において変容するのか、その結果いかなる政策アウトプ

ットと政策アウトカムが生じるのかである。仮説①～④が前者の問いに、仮説⑤と⑥が後

者の問いに対応している。 

表 1-1 の通り、上記の仮説を各章の実証分析で検証する。なお、実証分析にあたっては仮

説から作業仮説を導出し検証する。第 2 章では、ケースワーカーの執行活動に関する計量

分析を行い、自治体幹部が他のアクターの選好に配慮しながらケースワーカーの執行活動

を変化させるという因果効果を実証する（仮説①～④）。第 3 章の歴史分析では、北九州市

における生活保護行政の歴史を丹念にたどり、自治体幹部が生活保護政策を自律的に変容

させ、その結果として政策アウトプットが変化するという因果メカニズムを実証する（仮

説①～⑤）。第 4 章の保護率の計量分析では、ケースワーカーの執行活動によって政策アウ

トプットのバリエーションを説明する（仮説⑤）。第 5 章では自殺率の計量分析を行い、ケ
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ースワーカーの執行活動が直接的・間接的に政策アウトカムに影響を与えることを実証す

る（仮説⑥）。 

 

 

 分析単位の選択 

 本稿の実証分析では政令指定都市を分析単位として議論を進めていく。大阪市に代表さ

れるように、経済的な困窮者が集中する大都市では自治体財政が生活保護費の膨張によっ

て圧迫される傾向があるので92、自治体幹部による政策変容（仮説③）を検証する上で妥当

な分析単位である。 

 加えて、生活保護関係のデータ93の多くは都道府県単位と政令指定都市単位で集計されて

おり94、政令指定都市では豊富なデータを利用できる。都道府県を分析単位として採用しな

いのは都道府県データの集計方法に問題があるからである。都道府県データとは県のデー

タと県下市町村のデータを集計したもので、生活保護政策の実施为体95とデータの集計単位

が一致していない。例えば、兵庫県のデータでは県が運営する郡部福祉事務所のデータと、

県下市町村が個別に運営する福祉事務所のデータが集計されており、兵庫県と県下市町村

という個別の実施为体に対応したデータは存在しない。他方で、政令指定都市の神戸市の

データでは市が運営する福祉事務所のデータを集計しており、実施为体のデータを利用で

きる。 

 

 監査データの利用 

 本稿の実証分析では仮説の従属変数（仮説①～④）および独立変数（仮説⑤・⑥）であ

るケースワーカーの執行活動を生活保護行政の監査データによって把握する点が特徴的で

                                                   
92 木村(2008)、北村(2013) 第 5 章。 
93 「福祉行政業務報告」、「生活保護の現況と課題」など。 
94 一部のデータは中核市単位でも集計されているが、利用可能な項目が限定される。 
95 生活保護政策の実施为体は都市部では市、郡部では都道府県である。なお、福祉事務所

を設置し生活保護政策を独自に実施する町村が一部存在する。 

表1-1 各章の実証分析で検証する仮説の一覧
第2章 第3章 第4章 第5章

仮説① ○ ○
仮説② ○ ○
仮説③ ○ ○
仮説④ ○ ○
仮説⑤ ○ ○
仮説⑥ ○



24 

 

ある。先行研究はケースワーカーに限らず第一線行政職員の活動実態を参与観察によって

記述してきたが96、比較の視点が欠如している97。特定の職場に所属する第一線行政職員の

執行活動を詳細に解明しても、同一の基準で比較しない限りそれが他の職場にどの程度当

てはまるのかは明らかでない。そこで、本稿はケースワーカーの執行活動を量的に把握し

た監査データを利用し自治体間比較と時系列比較を試みる。 

監査データは「生活保護の現況と課題」の各年版から入手し、政令指定都市ごとにケー

スワーカーの執行活動を長期的に追跡したパネルデータとして分析する。パネルデータと

は横断面データと時系列データを組み合わせたものである98。横断面データとは一時点にお

ける個体別データである。例えば、平成 18 年度の都市別データで自治体間比較を可能にす

る。他方、時系列データとは特定の個体に関する継続的なデータである。例えば、神戸市

の平成 1 年～平成 22 年までのデータで時系列比較を可能にする。したがって、パネルデー

タではケースワーカーの執行活動について自治体間比較と時系列比較を行うことができる。

生活保護行政について特定の自治体や一時点の監査データを使用した研究や新聞記事は存

在するが99、パネルデータによる分析は本稿の特色である。 

 「生活保護の現況と課題」とは厚生労働省社会・援護局保護課（旧厚生省社会局保護課）

が各年度の監査方針や監査結果の概要をまとめた資料であり、その巻末に都道府県別およ

び政令指定都市別の監査データの集計表が掲載されている。国立国会図書館にも昭和 46 年

分と昭和 48 年分しか所蔵されていないので、神戸市に対する情報公開請求で昭和 42 年～

平成 9 年、平成 12 年～平成 20 年を閲覧複写した。平成 10 年、平成 11 年、平成 21 年、

平成 22 年の 4 年分は厚生労働省社会・援護局保護課の提供資料で補完した。 

 

 

 

                                                   
96 Lipsky(1980)、田辺(1988a)、畠山(1989)、Vinzant and Crothers(1998)、Maynard-Moody 

and Musheno(2003)、真渕(2010)など。 
97 ただし、伊藤(2012)、荒見(2014)、荒見(2015)といった近年の研究では、独自のアンケー

ト調査を行い、政策実施の自治体間比較に取り組んでいる。アンケート調査は費用の問題

で一時点の調査に限定される傾向があるが、質問項目を自由に設計できるという利点があ

る。 
98 パネルデータの概要については樋口他(2006)。 
99 東京都の昭和 45 年度生活保護査察指導報告書に記載されたデータを分析した研究とし

て田辺(1988b)。一時点の監査データを紹介したものとして本田(2010)、朝日新聞朝刊 2008

年 7 月 22 日。 
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第 2章 ケースワーカーの執行活動の計量分析100 

 本章では、ケースワーカーの執行活動に関する計量分析を行い、自治体幹部が他のアク

ターの選好に配慮しながらケースワーカーの執行活動を変化させるという因果効果を実証

する（仮説①～④）。本章の構成は以下の通りである。第一に、ケースワーカーの執行活動

として面接相談から資格審査までの業務を取り上げ、そこに十分なバリエーションが存在

することを確認する。第二に、本稿の仮説から作業仮説を導出するとともに、ケースワー

カーの執行活動に影響を与える他の要因を検討する。第三に、ケースワーカーの執行活動

のパネルデータ分析によって作業仮説を実証し、最後に本章の議論をまとめる。 

 

2.1 執行活動のバリエーション 

 計量分析の従属変数として面接相談から資格審査までの執行活動を取り上げ、そのバリ

エーションを確認する。ケースワーカーは困窮者との面接相談から、生活保護の申請者に

対する資格審査、保護開始、被保護者に対する自立支援、保護廃止にまで及び、生活保護

の入口から出口までを広く担当している。 

これら多様な業務のうち面接相談と資格審査に注目するのは、ケースワーカーが濫給と

漏給のどちらを防止しているのかを観察できるからである。困窮者（クライエント101）の

申請を相談段階で防ぎ、申請者の受給資格を厳格に審査すれば濫給の防止につながる。逆

にクライエントの申請を積極的に認め、必要最小限の審査を迅速に行えば漏給の防止につ

ながる。生活保護政策の執行方針について、どのアクターの利益がケースワーカーの執行

活動に反映されたのかを検証する上で妥当な従属変数であると考えられる。 

 以下では、「生活保護の現況と課題」に掲載された監査データを基に、面接相談から資格

審査までの執行活動のバリエーションを把握する。政令指定都市ごとの執行データを 1 年

間隔で継続的に収集したパネルデータを使用し、ケースワーカーの執行活動の自治体間比

較と時系列比較を行う。なお、計量分析では全ての政令指定都市のデータを用いるが、こ

こでは自治体間比較と時系列比較を容易にするために、グラフに掲載する都市を札幌、仙

台、横浜、川崎、名古屋、京都、大阪、神戸、広島、北九州、福岡に限定する。 

 面接相談 

                                                   
100 本章は関(2014)を全面的に改稿したものである。 
101 本稿では「クライエント」を生活保護の相談に訪れる困窮者、生活保護の申請者および

受給者を意味する用語として使用する。 
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 面接相談において、ケースワーカーは生活保護制度の説明に加えてクライエントの経済

状況、生活実態、経歴、家族構成、行政への要望などを聞き取り、必要に応じて児童扶養

手当などの他法他施策を紹介する。生活保護が適当であると判断した場合、またはクライ

エントが生活保護の申請を希望する場合には、必要な書類を交付し申請を受理する。一部

の自治体では面接相談業務を専門的に担当する面接員を配置し、それ以外の業務を担当す

るケースワーカーと分業体制をとっている。 

 こうした面接から申請までの執行活動は申請率102によって把握する。申請率とは生活保

護の相談件数に対する申請件数の割合で、クライエントが面接相談を受けた上でどれだけ

保護を申請したかを示している。その解釈をめぐって議論はあるが、ケースワーカーがク

ライエントの申請を相談段階で防いでいる程度を推測する一助となる指標である。申請率

が低いほど、相談のみで申請に至らないクライエントが多く水際作戦の存在が疑われる。

水際作戦とは困窮者を相談段階で追い返し申請を防ぐことである103。 

 図 2-1 の通り、申請率は自治体ごとの時系列的な変化が大きく、短期的に変動する要因の

影響を受けている可能性がある。北九州市では平成 17 年まで一貫して低かったが、餓死事

件がメディアの注目を集めた平成 18 年以降は急上昇している。特筆すべきは北九州市と同

様に他市も平成 18 年を境に申請率を上昇させていることである。その結果、政令指定都市

の申請率は 50％から 70％の間に収斂する傾向が見られる。 

                                                   
102 「生活保護の現況と課題」各年版のデータを使用。 
103 水際作戦の存在は多数のルポタージュなどで指摘されている。例えば寺久保(1988)、大

山(2008)、産経新聞大阪社会部(2008)、稲葉(2013)、今野(2013)など。特に北九州市につい

ては藤藪・尾藤(2007)、大阪市については大阪市生活保護行政問題全国調査団編(2014)。 
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 受給資格の審査 

 生活保護の資格審査において、ケースワーカーは申請者の提出書類を基に申請者世帯104

の受給要件を審査する。第一に、補足性の原理に基づき、金融機関や勤務先などを調査し

申請者の所得、預貯金、資産保有状況などを詳細に把握する。申請者が無職の場合には、

嘱託医の意見を参考にしながら稼働能力の活用を検討する。第二に、他法他施策の優先に

基づき、児童扶養手当や年金などの活用を検討する。第三に、扶養義務者に連絡をとり申

請者を支援する意思の有無や支援内容を確認する。 

 資格審査の厳格性を申請 1 件当たり関係先調査件数（調査件数）で確認する。調査件数

とは延べ関係先調査件数105を申請件数106で除した値である。ケースワーカーが年金、生命

保険会社、金融機関、勤務先といった調査対象にどれだけ多く照会をかけるかを示してい

る。図 2-2 の通り、調査件数は上位グループとそれ以外の都市の間に長期的に安定した格差

が存在している。上位二つの北九州市と札幌市では時系列的な変動が大きいが、残りの都

市では若干の増加傾向にあるものの観察期間を通じて安定している。こうした二極化は大

幅に変更されることが尐ない自治体ごとのマニュアルや職場慣行の違いに由来するかもし

                                                   
104 生活保護は世帯単位で支給されるので、審査対象は申請者ではなく申請者世帯である。 
105 「生活保護の現況と課題」各年版のデータを使用。 
106 「福祉行政業務報告」各年版のデータを使用。 
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れない。 

 

 

2.2 作業仮説の導出 

 仮説①～④に基づき、ケースワーカーの執行活動のバリエーションを説明するための作

業仮説を導出する。加えて、本稿の仮説以外でケースワーカーの執行活動に影響を与える

要因を検討する。繰り返しになるが、本章で取り上げるのは面接相談から資格審査までの

執行活動であり、その指標は申請率と調査件数である。分析期間は申請率では平成 1 年か

ら平成 22 年、調査件数ではデータ入手が可能な平成 4 年から平成 22 年である。この時期

には、限られた財政資源の下でアクターが生活保護政策の執行方針をめぐって対立したと

考えられる。 

生活保護の入口において、濫給の防止はクライエントの申請を相談段階で防ぎ、申請を

受理した場合にも厳格な資格審査を行うことにつながり、漏給の防止はクライエントに申

請を促し最低限の審査で迅速に保護を与えることを意味する。つまり、前者が申請率の低

下と調査件数の増加をもたらすのに対し、後者ではその逆の帰結が生じる。 

 仮説① 

 厚労省の選好は本章の分析期間において平成 18 年を境に変化した。平成 17 年までは、
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生活保護制度の守護者として濫給の防止を優先していたが107、平成 18 年以降は北九州市の

餓死事件やリーマンショックの影響を受けて、申請権の保護やホームレスに対する生活保

護の適用などで漏給の防止を重視する動きを見せている108。 

原田(2010)では厚労省の選好が変化したタイミングを生活保護関係全国係長会議におい

て申請権の侵害と辞退届の強要を改善することを求めた平成 19 年 9 月であると判断してい

る。しかし、申請権の侵害を禁止する保護課長通知は平成 18 年 3 月 30 日にすでに出され

ている。その通知では「法律上認められた保護の申請権を侵害しないことは言うまでもな

く、侵害していると疑われるような行為自体も厳に慎むべきものである」と明確に規定さ

れており、「申請そのものが権利であるかどうかは疑問」109といった以前の厚生省官僚の発

言と比べると隔世の感がある。したがって、厚労省の選好が変化したタイミングを平成 18

年度と判断し平成 18 年度以降ダミーとして操作化する。平成 18 年度以降ダミーは申請率

を上昇させ、調査件数を低下させるだろう。 

 

 仮説② 

 首長の選好は党派性によって異なり、保守系の選好は濫給の防止で、革新系の選好は漏

給の防止である。ここでいう革新系とは公明党・社民党・共産党、保守系とは自民党・民

社党・新進党・民为党といった革新系以外の政党である。一般に公明党は中道政党に分類

されるが110、本稿では革新系に分類する。というのも、品田・曽我・建林(2013)の全国都

道府県議会議員調査において、公明党議員の多くが福祉政策に詳しいと回答しており、党

としても再分配政策に寛容な姿勢をとると考えられるからである。 

 さらに、首長の党派性は保革相乗り首長の存在と 1990 年代以降の無党派首長の台頭を踏

まえて四つのカテゴリーに分類する。保守系は保守政党のみから推薦や支持を受けた首長

で、革新系は革新政党のみから推薦や支持を受けた首長である。そして、保守政党と革新

政党の双方から推薦や支持を受けた首長が保革相乗りで、どの政党からも推薦や支持を受

けない首長が無党派である。首長が濫給の防止を優先する程度は党派性に沿って革新系、

保革相乗り、保守系の順で強まると考えられる。この序列に無党派を明確に位置付けるこ

                                                   
107 副田(2014)。 
108 阿部(2013)。本稿と同様に、クライエントの支援者の立場から厚労省の方針転換のタイ

ミングを平成 18 年度と判断するものとして稲葉(2013)p61-67。 
109 岩永(2013b)p73。 
110 曽我・待鳥(2007)第 2 章。 
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とは困難であるが、無党派首長は財政再建を掲げて小さい政府を志向する傾向が強く111、

生活保護費の膨張を抑制しようとすると推測できるので、革新系政党が与党である革新系

首長と保革相乗り首長と比べて濫給の防止を優先するだろう。それぞれ保守系首長ダミー、

革新系首長ダミー、保革相乗り首長ダミー、無党派首長ダミーとして操作化する112。保革

相乗り首長ダミーを基準とすると、保守系首長ダミーと無党派首長ダミーは申請率を低下

させ調査件数を増加させるだろう。その逆の予測が革新系首長ダミーに当てはまる。 

 

 仮説③ 

自治体幹部はアクター間の情報の仲介者として厚労省のルールと首長の命令を独自に解

釈しケースワーカーに濫給を防止させることができる。厚労省のルールと首長の命令はそ

れぞれ厚労省の選好と首長の党派性を反映するので、自治体幹部は情報操作によって厚労

省と首長がケースワーカーの執行活動に与える影響を修正していると言える。自治体財政

が生活保護費によって圧迫されるほど、自治体幹部は財政安定化のために厚労省と首長の

影響を修正しケースワーカーに濫給の防止をより一層求めるだろう。 

こうした自治体幹部による政策変容は厚労省の選好と自治体幹部の選好の相互作用、首

長の党派性と自治体幹部の選好の相互作用として捉える。自治体幹部の選好は生活保護費

が普通会計歳出決算額で占める割合（生活保護費の割合）として操作化する。また、厚労

省と自治体幹部の相互作用は平成 18 年度以降ダミーと生活保護費の割合の交差項、首長と

自治体幹部の相互作用は首長のダミー変数と生活保護費の割合の交差項として操作化する。

生活保護費の割合が増加するほど、平成 18 年度以降ダミーと首長のダミー変数の効果は申

請率を低下させ調査件数を増加させる方向に変化するだろう。 

 

 仮説④ 

自治体幹部は組織管理において現状維持を望むケースワーカーの選好に配慮するので、

ケースワーカーの執行活動は漸進的に変化する。執行活動の漸進的な変化は従属変数のラ

グとして操作化し、申請率と調査件数の前年度の数値を投入する。前年度の数値が統計的

に有意であれば、漸進的な変化を実証したことになる。 

 

                                                   
111 曽我・待鳥(2007)p274。 
112 「全国首長名簿」各年版のデータを基にダミー変数を作成。 



31 

 

 その他の要因 

 本稿の仮説以外でケースワーカーの執行活動に影響を与える要因として、地方議員の介

入とケースワーカーの業務負担を検討する。地方議員は首長と同様に党派性に従って行動

すると考えられる。革新系の地方議員は自治体職員への口利き113などを通じて漏給の防止

を優先する。そのため、革新系の地方議員数114が増加するほど、申請率は上昇し調査件数

は低下するだろう。 

ケースワーカーは慢性的なリソース不足に悩まされているので、ケースワーカー1 人当た

りの業務負担が拡大するほどリソースを節約するための行動をとると考えられる115。ケー

スワーカーは申請自体を防いだり関係先調査の対象を限定したりすることで自身の業務負

担を軽減しようとするだろう。ケースワーカーの为な業務負担は申請処理と被保護世帯の

管理から生じる。申請処理では申請者の関係先調査、他法他施策の検討、扶養義務者への

照会などを法定期間内に遂行することが求められる116。他方、被保護世帯に対しては定期

的な収入確認、最低生活費の計算と支給、自立支援などが必要である。これらの業務負担

をケースワーカー1 人当たりの申請処理件数と担当ケース数として操作化する。申請処理件

数とは年間申請件数117を現業員数118（地区担当員と面接員の合計）で除した値で、担当ケ

ース数とは月平均の被保護世帯数119を現業員数で除した値である。申請処理件数と担当ケ

ース数が増加するほど申請率は低下し調査件数は低下するだろう。 

 

2.3 執行活動のパネルデータ分析 

 上記の作業仮説を執行活動のパネルデータ分析によって検証する。分析データは政令指

定都市ごとに独立変数と従属変数の指標を時系列的に追跡したパネルデータで、記述統計

                                                   
113 1960 年代の調査では生活保護の申請経路の一つとして自治体議員による仲介が挙げら

れている。三和(1999)p208。また、ケースワーカーが匿名で書いた茶々天々(2014)でも地

方議員による口利きが紹介されている。p137。 
114 「全国首長名簿」各年版のデータを使用。 
115 林(2012)はケースワーカーの業務負担が生活保護受給者数に与える影響を検証したが、

その効果は統計的に確認されなかった。 
116 生活保護問題対策全国会議(2010)によると、ベテランワーカーでも月 2・3 件が限界だ

という。p58。 
117 「福祉行政業務報告」各年版のデータを使用。 
118 「生活保護の現況と課題」各年版のデータを使用。 
119 「福祉行政業務報告」各年版のデータを使用。 
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は表 2-1 の通りである120。分析手法としては、各自治体固有の要因が長期間にわたって執

行活動に影響を与える可能性を考慮し、パネルデータ分析の固定効果モデル121を採用する。

すなわち、本章で検討した要因以外にも、大阪市であれば大阪市特有の事情が長期的にケ

ースワーカーの執行活動に影響を与えていると考える。固定効果モデルでは、自治体固有

の効果をコントロールし、各自治体の執行活動が独立変数の変動にどのように反応するの

かを検証できる。ケースワーカーの執行活動について、自治体間のバリエーションではな

く自治体内の時系列的な変化を説明する分析手法である。なお、誤差項の不均一分散の問

題に対しては、政令指定都市ごとにクラスター化して算出したロバスト標準誤差で処置す

る。 

 

                                                   
120 平成 7 年度の神戸市のデータが欠損している。申請処理件数と担当ケース数の算出に用

いる現業員数のデータが欠けているからである。 
121 パネルデータ分析については北村(2005)を参照。 

表2-1 記述統計
観察数 平均値 標準偏差 最小値 中央値 最大値

申請率（%） 281 43.5 14.1 9.0 43.9 71.7
調査件数 238 20.3 14.0 0.9 17.9 63.8
平成18年以降ダミー 281 0.29 0.45 0 0 1
保守系首長ダミー 281 0.05 0.22 0 0 1
保革相乗りダミー 281 0.75 0.44 0 1 1
革新系首長ダミー 281 0.06 0.23 0 0 1
無党派首長ダミー 281 0.15 0.35 0 0 1
生活保護費の割合 281 0.059 0.029 0.017 0.055 0.177
革新系の地方議員数 281 26.0 8.7 9.0 23.0 51.0
申請処理件数 281 22.8 11.7 6.4 20.4 94.4
担当ケース数 281 86.7 17.4 58.6 83.3 171.2
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 申請率と調査件数の分析結果は表 2-2 の通りである。まず、申請率の分析結果について決

定係数（R2）を確認すると、個体内の推定量（within）が 0.73 であることから、本章のモ

デルは申請率の時系列的な変化の 7 割程度を説明している。仮説①の厚労省の選好、仮説

③の首長と自治体幹部の相互作用、仮説④のケースワーカーの選好への配慮が支持された。

第一に、平成 18 年以降ダミーは予測通り申請率を 9.8%上昇させているので、厚労省の選

好はケースワーカーの執行活動に反映されている。第二に、首長と自治体幹部の相互作用

では保守系首長ダミー、保守系首長ダミーと生活保護費の割合の交差項、無党派首長ダミ

ー、無党派首長ダミーと生活保護費の割合の交差項、切片が統計的に有意であった。すな

わち、これらの変数は保革相乗り首長の場合と比べて申請率に異なる効果を持っている。

表2-2 申請率と調査件数のパネルデータ分析の結果
申請率の分析 調査件数の分析

係数 係数
（ロバスト標準誤差） （ロバスト標準誤差）

平成18年以降ダミー 9.79 -0.47
(3.14)** (1.35)

保守系首長ダミー 7.68 -3.70
(1.84)** (1.56)*

革新系首長ダミー 0.14 -7.70
(3.11) (2.05)**

無党派首長ダミー 4.00 -0.96
(1.55)* (2.25)

生活保護費の割合 -40.05 17.28
(35.13) (36.36)

平成18年以降ダミー 0.23 -1.66
　　×生活保護費の割合 (31.37) (19.41)
保守系首長ダミー -51.33 71.92
　　×生活保護費の割合 (22.62)* (21.57)**
革新系首長ダミー 65.63 167.03
　　×生活保護費の割合 (82.89) (40.20)**
無党派首長ダミー -64.28 23.14
　　×生活保護費の割合 (27.57)* (34.09)
申請率（前年） 0.67 0.64

(0.05)** (0.11)**
革新系の地方議員数 0.21 -0.15

(0.08)* (0.08)+
申請処理件数 -0.01 -0.06

(0.05) (0.03)*
担当ケース数 -0.06 0.03

(0.04) (0.04)
切片 13.16 9.26

(5.68)* (5.35)
観察数 281 238

R2(within) 0.73 0.70

R2(between) 0.87 0.98

R2(overall) 0.81 0.93

※両側検定。**:p<0.01 *:p<0.05 +:p<0.10。
※基準カテゴリーは保革相乗り首長ダミー。
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生活保護費の割合が 0％の場合、保守系首長は保革相乗り首長と比べて申請率を 20.9％上

昇させるが、その効果は生活保護費の割合が 0.01 上昇するごとに 0.5%ずつ低下していく。

同様に、生活保護費の割合が 0％の場合、無党派首長は保革相乗り首長と比べて申請率を

17.2％上昇させるが、その効果は生活保護費の割合が 0.01 上昇するごとに 0.6%ずつ低下し

ていく。首長の党派性について保守系首長は保革相乗り首長と比べて申請率を低下させる

と予測していたので仮説②は棄却された。他方で、保守系首長と無党派首長の効果は生活

保護費の割合が上昇するほど申請率を低下させる方向に変化しているので仮説③の首長と

自治体幹部の相互作用は実証された。第三に、申請率の前年度の数値が有意であり、ケー

スワーカーの執行活動が漸進的に変化するという仮説④が支持された。そのほか、予測通

り革新系の地方議員が 1 名増加すると申請率は 0.2％上昇した。 

 調査件数の分析結果では決定係数の個体内推定量は 0.70 であり、本章のモデルは申請率

の分析と同程度の説明力を示している。仮説③の首長と自治体幹部の相互作用、仮説④の

ケースワーカーの選好への配慮が支持された。第一に、首長と自治体幹部の相互作用では、

保守系首長ダミー、保守系首長ダミーと生活保護費の割合の交差項、革新系首長ダミー、

革新系首長ダミーと生活保護費の割合の交差項が統計的に有意であった。すなわち、これ

らの変数は保革相乗り首長の場合と比べて調査件数に異なる効果を持っている。生活保護

費の割合が 0％の場合、保守系首長は保革相乗り首長と比べて調査件数を 3.7 件減尐させる

が、その効果は生活保護費の割合が 0.01 上昇するごとに 0.7 件ずつ増加していく。生活保

護費の割合が 0％の場合、革新系首長は保革相乗り首長と比べて調査件数を 7.7 件減尐させ

るが、その効果は生活保護費の割合が 0.01 上昇するごとに 1.7 件ずつ増加していく。予測

に反して、保守系首長は保革相乗り首長と比べて調査件数を減尐させており、革新系首長

も生活保護費の割合が 0.05 を超えると調査件数を増加させてしまう。したがって、仮説②

の首長の党派性は棄却された。他方で、保守系首長と革新系首長の効果は生活保護費の割

合が上昇するほど調査件数を増加させる方向に変化しているので、仮説③の首長と自治体

幹部の相互作用は実証された。第二に、調査件数の前年度の数値が有意であり、ケースワ

ーカーの執行活動が漸進的に変化するという仮説④が支持された。第三に、申請処理件数

が 1 件増加すると調査件数は 0.06 件減尐している。つまり、ケースワーカーは業務負担を

軽減するためにリソースを節約している。そのほか、革新系の地方議員数が 10％の有意水

準を満たすに過ぎないが、予測通りの符号で有意であった。 
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2.4 小括 

 本章では、ケースワーカーの執行活動の変化を政策変容のメカニズムによって説明した。

厚労省の選好と首長の党派性は面接相談から資格審査までの執行に影響を与えている。ま

た、自治体幹部は自治体財政の悪化を防ぐために首長の命令を独自に解釈しケースワーカ

ーに濫給を防止させている。さらに、自治体幹部は組織管理にあたってケースワーカーの

選好に配慮しており、その結果としてケースワーカーの執行活動は漸進的に変化している。

地方議員も自治体レベルの政治アクターとして影響力を行使し、革新系の地方議員はケー

スワーカーに漏給の防止を働きかけている。 

しかし、本章の計量分析では自治体幹部が他のアクターの選好に配慮しながらケースワ

ーカーの執行活動を変化させるという因果効果を実証したにとどまる。次章の北九州市の

歴史分析ではその因果メカニズムを検証することを試みる。 
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第 3章 北九州市における生活保護行政の歴史分析 

 本章では、北九州市における生活保護行政の歴史を丹念にたどり、自治体幹部が生活保

護政策を自律的に変容させた結果として政策アウトプットが変化するという因果メカニズ

ムを実証する（仮説①～⑤）。本章の構成は以下の通りである。第一に、北九州市の生活保

護行政に関する先行研究を整理し、そこに本章を位置付ける。加えて、北九州市を歴史分

析の対象として選択する理由を示す。第二に、本稿の仮説から作業仮説を導出し、それら

に基づき北九州市における生活保護行政の歴史を複数の時期に区分する。第三に、各時期

の生活保護行政をめぐるアクターの動向とその帰結を記述する。第四に、歴史分析の内容

と作業仮説を照合し本稿の仮説が支持されることを示す。最後に本章の議論をまとめ、北

九州市の生活保護行政の特殊性を問い直す。 

 

3.1 先行研究の整理 

 北九州市の生活保護行政は平成 18年度の餓死事件を契機としてメディアや研究者の注目

を集め、保護受給を過剰に抑制する北九州方式122が批判された。北九州方式とは水際作戦

と硫黄島作戦によって生活保護受給者数を最大限に減尐させる仕組みである。水際作戦と

は経済的な困窮者を相談段階で追い返し申請させないことで、硫黄島作戦とは過酷な就労

指導などで自発的に生活保護を辞退させることである。このように、北九州市は生活保護

行政の入口と出口を操作し過剰な保護抑制を実現した。 

 とはいえ、五市合併で北九州市が成立した昭和 38 年頃には、北九州方式とは正反対の生

活保護行政が行われていた。生活保護受給者や日雇い労働者の利益団体から集団陳情を受

け、その要求に屈服するとともに、現場にはケースワーカーの怠慢が広がっていた。その

結果、北九州市の保護率は政令指定都市で突出した 52.9‰を記録し、住民の約 20 人に 1 人

が生活保護を受給していた計算になる。 

 先行研究はこうした北九州市の生活保護行政の変化を厚生省、市長、自治体幹部の三者

の協調によって説明している123。厚生省は生活保護を抑制するためのルールを北九州市で

実験し、そのうち成功したルールを全国に展開した。北九州市では、社会党と共産党の共

闘で当選した吉田法晴市長から自民党系の谷伍平市長への交代が起こり、生活保護の適正

                                                   
122 藤藪・尾藤(2007)、中道(2008)、西田(2012)、副田(2013)など。藤藪・尾藤(2007)は批

判的な立場から「ヤミの北九州方式」と呼んでいる。 
123 代表的な研究として藤藪・尾藤(2007)、副田(2013)。 
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化が進められた。谷市長は 5 期 20 年にわたって在任し、その後任の末吉興一市長も自民党

などの支持を受けながら 20 年間市政のトップに君臨した。二人は開発为義者として大規模

な公共事業を進め、その財源捻出のために生活保護費の削減が必要であったという124。市

長の意向に従い、保護課を中心とする自治体幹部は厳格な組織管理でケースワーカーの執

行活動を締め付けた。厚生省、市長、自治体幹部の三者が生活保護受給者を減尐させると

いう目標を共有することで北九州方式は成立したと理解されている。 

 しかし、北九州市における生活保護行政の歴史には、先行研究の为張に対する反証が存

在している。厚生省、市長、自治体幹部の三者は常に生活保護の適正化で合意していたわ

けではなく、時期によっては三者の意向は対立していた。例えば、昭和 40 年代後半には厚

生省の意向に反して谷市長は同和団体の要求に従って生活保護を積極的に給付した。そこ

で、本章は政策変容のメカニズムによって北九州市の歴史を整合的に説明することを試み

る。三者の意向が対立した時期にも、自治体幹部が自律的に生活保護政策を変容させてい

たことを示す。 

 また、北九州市を歴史分析の対象として選択する理由は、先行研究で厚生省と首長の影

響力が強調されているからである。北九州方式の原因を三者の協調に求める先行研究では、

厚生省と市長のいずれか一方が反対すれば北九州方式は成立しなかったと考えられる。厚

生省と市長の影響力が強調されてきた北九州市において、自治体幹部が自律的に政策を変

容させることを実証できれば本稿の分析枞組みの頑健性を为張できる。 

 

3.2 作業仮説の導出 

 本稿の仮説に基づき作業仮説を導出するとともに、北九州市における生活保護行政の歴

史を時期区分する。仮説①と②については前章での議論を踏まえて作業仮説を検討する。 

 仮説① 

 前章で指摘した通り、厚労省の選好は平成 18 年度を境に濫給の防止から漏給の防止に変

更された。それ以前の時期には、厚生省は生活保護制度の守護者として基本的に濫給の防

止を優先してきたが、環境変化に応じて漏給を防止する時期も存在した。厚生省の年度別

監査方針の変遷を分析した大友(2000)によれば、戦後生活保護行政は実施体制整備（昭和

25 年～昭和 28 年）、第一次適正化（昭和 29 年～昭和 31 年）、適正化の緩和（昭和 32 年～

昭和 38 年）、第二次適正化（昭和 39 年～昭和 41 年）、自立助長の模索（昭和 42 年～昭和

                                                   
124 西田(2012)。 
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49 年）、福祉の見直し（昭和 50 年～昭和 52 年）、第三次適正化（昭和 53 年～平成 1 年）、

適正化の緩和（平成 2 年～平成 5 年）に区分できるという。 

 実施体制整備の時期には、昭和 25 年の生活保護法の成立を受け、福祉事務所の標準組織

形態と事務処理方式を確立するために、福祉事務所運営指針と生活保護標準事務処理方式

を策定した。生活保護費の財源をめぐって、厚生省は国庫負担率の引き下げを求める大蔵

省と行政管理庁と対立し昭和 26 年から三年連続で保護基準を改定できなかった。昭和 28

年の監査要綱では結核入院患者の医療扶助に狙いを定め、特定の福祉事務所に年 4 回以上

も監査することがあった。第一次適正化では、入退院基準の策定や生活保護指導職員の配

置などで医療扶助の適正化をさらに徹底した。 

 昭和 32 年頃から適正化を徐々に緩和し、昭和 33 年には福祉事務所に対する監査を年 1

回の一般事務監査に限定した。昭和 35 年の監査方針では「漏給の防止」を監査の为眼事項

のトップに掲げ、厚生省の方針転換が明確化された。しかし、昭和 40 年頃には産業構造の

転換に伴う失業問題が産炭地域を中心に深刻化し保護率が急上昇した。そのため、厚生省

は稼働能力のある世帯に対する生活指導を強化し第二次適正化に取り組んだ。昭和 39 年の

監査方針で被保護世帯名簿の整備に向けてケースの類型化を進め、昭和 40 年の監査方針で

は稼働収入の推定認定を許可した。 

昭和 40 年代半ばには、高齢者世帯と傷病者・障害者世帯が増加する中で非稼働世帯の処

遇を充実し自立助長を模索した。高齢者の最低生活費に福祉年金と同額を加算する方式を

導入したり、収入認定除外の範囲を拡大したりした125。だが、昭和 50 年代に入ると福祉の

見直しに着手し、監査方針から要看護ケースの処遇充実を削除するとともに福祉年金の同

額加算方式も改定した。昭和 53 年の監査方針では事実把握の徹底と申請取り下げの容認を

示し、第三次適正化に取りかかった。 

その象徴としては厚生省が資格審査の厳格化を自治体に徹底した 123 号通知126を挙げる

ことができる。その为眼は、「（１）生活保護の申請時に、申請に係る世帯の資産・収入に

ついて詳細な申告書の提出を求め、かつ、記載内容が事実に相違ない旨記し署名押印して

もらうこと、（２）福祉事務所において保護の適用に関し必要な資産・収入の調査のため、

預金、稼働収入等について、銀行、信託会社、社会保険事務所等、関係先への照会につい

                                                   
125 岩永(2005)。 
126 社保第 123 号厚生省社会局保護課長・監査指導課長通知「生活保護の適正実施の推進に

ついて」（1981 年 11 月 17 日）。 
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て、申請者から同意書を提出してもらうこと」127の二点にある。資産と収入に関する調査

ではその立証責任を生活保護の申請者に転嫁し128、関係先の調査では包括同意書の徴取に

よって申請意思を委縮させたと言われている129。厚生省はモデル事務所実地研修事業や特

別指導監査などで 10 年以上にわたって適正化を継続した130。その成果とバブル景気によっ

て保護率が低下したので、平成 4 年の監査方針では「漏給の防止」を再び掲げ適正化を緩

和したという。 

とはいえ、岩永(2011)によれば 1990 年代は全体として「『対応しないという手法』が取

られた時代」131であり、それまでの実施体制が維持されたという。特にホームレスは経済

的な困窮者であるにもかかわらず生活保護で対応されなかった132。岩永(2011)は 2000 年代

については時期尚早としてほとんど扱っていないが、副田(2014)は 123 号通知による適正

化が 2000 年代に入っても継続していると为張している。 

 このように、厚生省は一時的に漏給の防止を掲げることはあったが、原則として生活保

護の適正化を繰り返し濫給の防止を優先してきた。北九州市が成立した昭和 38 年以降で、

厚生省及び厚労省が漏給の防止に取り組んだ期間は平成 2 年～平成 5 年と平成 18 年～平成

24 年である。非稼働世帯の処遇充実に取り組んだ時期はあるが、それは生活保護受給者の

生活の質を高めることが目的であって生活保護の受給条件は緩和されていない。平成 24 年

末に成立した第二次安倍内閣は保護基準の切り下げや生活保護法改正を実現し、厚労省の

選好を濫給の防止に変更させた可能性がある133。 

 

 仮説② 

 前章の議論によれば、首長の党派性は保守系、保革相乗り、革新系、無党派に分類でき、

濫給の防止を望む程度は革新系、保革相乗り、保守系の順に強化される。無党派首長をこ

こに位置付けるのは難しいが、無党派首長は財政再建を掲げて登場したので革新系首長と

保革相乗り首長より濫給を防止すると考える。 

                                                   
127 岩永(2011) p219。 
128 菊地(2001)、岩永(2011) p219-220。 
129 岩永(2011) p220。 
130 第三次適正化における厚生省の自治体に対する統制については武智(1996)が詳しい。 
131 岩永(2011)p256。 
132 岩永(2011)p278-282。 
133 現時点で北九州市の生活保護関係データ（特に執行データ）は平成 24 年までしか入手

できていないので、それ以降は分析対象にしない。よって、第二次安倍内閣における厚労

省の選好もこれ以上は検討しない。 
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北九州市の歴代市長は吉田法晴（昭和 38 年～昭和 42 年）、谷伍平（昭和 42 年～昭和 62

年）、末吉興一（昭和 62 年～平成 19 年）、北橋健治（平成 19 年～現在）の 4 名である。吉

田法晴は社会党の公認と共産党の支持を受けた革新系首長である。谷伍平は自民党と民社

党の推薦を受けた保守系首長として再選を重ねたが、五期目にはその支持基盤に公明党を

取り込み保革相乗り首長に変化した。末吉興一は谷の支持基盤を引き継ぎ、それを社会党

などに拡大していった保革相乗り首長であるが、平成 15 年の市長選挙では無党派首長とし

て当選した。北橋健治は一期目に民为党、国民新党、社民党の支持を受けた保革相乗り首

長であったが、二期目には無党派首長に転じた。歴代市長の党派性の変遷は表 3-1 の通りで

あり、濫給の防止を望む程度は革新系の吉田法晴、保革相乗りの谷伍平・末吉興一・北橋

健治、保守系の谷伍平の順で強まると考えられる。無党派の末吉興一と北橋健治は尐なく

とも革新系首長と保革相乗り首長より濫給を防止するだろう。 

 

 

 仮説③ 

 図 3-1 の通り保護率134が長期間にわたって政令指定都市で最も高く、生活保護費が自治

体財政を恒常的に圧迫する北九州市において、自治体幹部は一貫して濫給の防止を優先し

てきたと考えられる。そのため、厚生省や首長が漏給の防止を望む場合でも、自治体幹部

は厚生省のルールと首長の命令を独自に解釈することで可能な限りケースワーカーに濫給

を防止させるだろう。厚生省と首長の選好が対立する場合、例えば厚生省が濫給の防止を

求め首長が漏給の防止を望む場合には、自治体幹部は厚生省より首長の選好を優先的に尊

                                                   
134 「福祉行政業務報告」各年版のデータを使用。 
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重する。なぜなら、生活保護行政における厚生省と自治体の政策ネットワークは十分に機

能していないからである135。なお、本章において自治体幹部とは生活保護政策を所管する

本庁の保護課と監査指導課、生活保護費を予算査定する財政部局を想定している。 

 

 

 仮説④ 

 仮説④は自治体幹部による統制とケースワーカーの利益への配慮に分けて作業仮説を導

出する。まず、自治体幹部がどのようにケースワーカーの執行活動を統制するのかについ

て民間組織の管理方法136を参照しながら検討する。民間の組織管理を参照する理由は、福

祉事務所の組織構造が企業の事業部制と類似しているからである。各事業部が一律の機能

を持つ事業部制と同様に、全ての福祉事務所は等しく生活保護政策を所管している。 

 民間組織はインプット、執行、アウトプットの三点を管理している。執行では事前に詳

細なルールを規定し一連の業務を標準化する。インプットではルールを規定通り執行する

ために必要なリソースを配分する。アウトプットでは評価基準に基づき執行パフォーマン

スを事後的に評価する。事業部制は ROI（投下資本収益率）といった共通の基準で各事業

部の業績を評価できるので競争原理が働きやすい。 

 こうした管理方法を生活保護行政に適用すると以下の通りになる。執行ではルールやマ

ニュアルを作成し生活保護業務の標準化を進める。インプットでは人的リソースの拡充や

                                                   
135 広本(1996-1997)。 
136 沼上(2004)。 
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事務の効率化などでケースワーカーの業務負担を軽減する。ケースワーカーの増員、事務

処理の電算化、面接員の配置などを挙げられる。アウトプットでは厚生省と自治体が申請

時の調査、就労指導、訪問活動といった多岐にわたる業務を多面的に評価している。利潤

の最大化という単純な基準で評価できる民間組織とは異なり、生活保護行政は対人サービ

スとして個別的な対応が要請されるので多面的に評価する必要がある。 

 また、自治体幹部は組織管理にあたって現状維持を望むケースワーカーの選好に配慮す

るので、組織管理を強化する場合でもケースワーカーの反応を見ながら漸進的に取り組む

と考えられる。逆に自治体幹部がケースワーカーの意向を考慮せず過度な統制をかけると、

ケースワーカーは裁量を用いて抵抗するだろう。 

 ケースワーカーの執行活動としては前章で取り上げた面接相談と資格審査だけでなく、

生活保護受給者に対する自立支援、長期通院患者や長期入院患者に対する指導など生活保

護業務を幅広く観察する。監査データで把握可能な量的なデータに加えて、北九州市の生

活保護行政関係者の証言といった質的なデータも使用する。 

 

 仮説⑤ 

 生活保護政策が実施過程において変容した結果として、ケースワーカーの執行活動は政

策アウトプットに影響を与える。ケースワーカーが濫給を防止するほど生活保護受給者は

減尐するだろう。政策アウトプットとしては生活保護受給者の量と質を取り上げ、生活保

護受給者数の変化だけでなく誰が生活保護を受給しているのかについても検討する。量的

な指標は人口 1000 人当たり生活保護受給者数を示す保護率である。質的な指標は世帯類型

別の被保護世帯数で、高齢者世帯、母子世帯、傷病者・障害者世帯、その他世帯ごとの被

保護世帯数である。 

 

 時期区分 

 アクターの選好配置の変化によって北九州市における生活保護行政の歴史を時期区分す

る。政策変容のメカニズムでは厚生省、首長、自治体幹部が濫給と漏給のどちらをどの程

度防止するのかをめぐって対立しているからである。厚生省および厚労省の選好はすでに

検討した通り、平成 2 年～平成 5 年と平成 18 年～平成 24 年では漏給の防止、それ以外の

期間には濫給の防止である。首長の選好は党派性によってバリエーションが存在し、歴代

の北九州市長は革新系、保守系、保革相乗り、無党派、保革相乗り、無党派の順で変遷し
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てきた。しかし、歴史の実態を踏まえると保守系、保革相乗り、無党派の市長の間には明

確な選好の違いが見られず、市長の選好は党派性以外の文脈的な要因でも変化していた。

自治体幹部の選好は前述したように濫給の防止で一貫している。したがって、時期区分で

は厚生省と首長の選好の変化を考慮することになる。 

本章の時期区分は表 3-2 の通りである。革新系首長の吉田市政（昭和 38 年～昭和 41 年）、

保守系首長の谷市長に交代した第一次適正化（昭和 42 年～昭和 45 年）、谷市長が保守系首

長であるにもかかわらず濫給を防止する程度を緩めた同和団体の全盛期（昭和 46 年～昭和

53 年）、保守系首長と保革相乗り首長による第二次適正化（昭和 54 年～平成 17 年）、北九

州市の餓死事件を受けて厚労省が執行方針を転換した末吉市政末期（平成 18 年）、保革相

乗り首長であるにもかかわらず漏給の防止を公約に掲げた北橋市政（平成 19 年以降）であ

る。ただし、資料の制約により歴史分析の対象から末吉政権末期と北橋市政は除外する。 

 

 

3.3 歴史分析 

 前節で区分した時期ごとにアクターの動向を記述し、北九州市における生活保護行政の

歴史を描き出す。原則として厚生省、市長、自治体幹部、ケースワーカーの順で記述し、

最後に政策アウトプットの変化を示す。各アクターの为な記述内容は厚生省では全国的な

執行方針・北九州市との関係、市長では支持基盤の変動・生活保護行政との関わり、自治

体幹部では厚生省や首長との関係・組織管理の変遷・ケースワーカーへの配慮、ケースワ

ーカーでは執行活動の実態である。生活保護受給者団体や同和団体といった他のアクター

が生活保護行政に関与する時期には、そうしたアクターの動向も記述する。 

 吉田市政（昭和 38 年～昭和 41 年） 

 吉田市政においては、濫給の防止を優先したい厚生省および自治体幹部と、漏給の防止

を追求する革新系の吉田市長が対立した。厚生省は全国的に第二次適正化（昭和 39 年～昭

和 41 年）を進め、北九州市に対しては監査でケースワーカーの人員充足を繰り返し求めた

表3-2 時期区分
厚生省・厚労省 市長 自治体幹部

吉田市政（昭和38年～41年） - +（革新） -
第一次適正化（昭和42年～45年） - -（保守） -
同和団体の全盛期（昭和46年～53年） - +（保守） -
第二次適正化（昭和54年～平成17年） -（平成2～5年のみ+） -（保守・保革相乗り） -
末吉市政末期（平成18年） + -（無党派） -
北橋市政（平成19年以降） + +（保革相乗り・無党派） -
※+：漏給の防止、-：濫給の防止
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137。厚生省の参事官や監査官が北九州市の収入役や人事当局に直接要請したが、十分な回

答を得られなかった。昭和 41 年時点でケースワーカーの充足率は 87％にとどまっていた138。

充足率とはケースワーカーの職員数が法定配置基準数に占める割合である。 

 昭和 38 年 3 月、五市合併で成立した北九州市の初代市長として、元社会党参議院議員の

吉田法晴が社会党の公認を受け得票率 54.1％で選出された139。共産党は党本部による公認

や推薦などは出していないが、前年に社会党との間で締結した政策協定に従って実質的な

社共共闘体制が成立していた140。これに対し、保守勢力は自民党と民社党の候補者一本化

で遅れをとり、最終的に自民党と民社党が推薦した杉本勝次を擁立したが、3 万票程度の差

で革新勢力に敗北した。 

 北九州市を構成する旧五市141では福岡県生活保護者同盟（福生同盟）や全日本自由労働

組合（全日自労）による集団陳情が繰り返されていたが、吉田市長はこうした団体に融和

的な姿勢をとり、その意見を尊重するよう担当者に指示したという142。福生同盟とは福岡

県生活と健康を守る会を前身として昭和 36 年 5 月に発足した生活保護受給者団体で、旧五

市に支部を設置し全日自労とも共闘しながら集団陳情を展開した。例えば、昭和 37 年 8 月

には八幡市の炭鉱閉山で支給された離職金を収入認定し生活保護費から差し引こうとした

福祉事務所と対立し、係長とケースワーカーの軟禁や連日の福祉事務所での座り込みを実

行した143。その成果として当局との間でケースワーカーの執行活動を規定する確認書を締

結していった。昭和 36 年 7 月に八幡市福祉事務所との間で締結された確認書では、「①憲

法と厚生省の定めた生活保護法の実施要領との間に矛盾があれば憲法を優先的に尊重する。

②生活保護行政に警察権力を介入させない。③労働の強制はしない。④検診命令について

は従来以外のことはしない。⑤病人は働かせない。⑥テレビの保有を理由とした不当な取

り扱いはしない。」144などと規定されていた。昭和 40 年末から昭和 42 年にかけては、庁舎

の一部を座り込みで占拠し膨大な個人陳情の実現を迫る「私の要求」闘争を展開し、受給

                                                   
137 北九州市保健福祉局社会部保護課・監査指導課監修(1996)『軌跡―北九州市・生活保護

の 30 年―』社会福祉法人北九州市社会福祉協議会、p20。以下では『軌跡』と略記する。 
138 『軌跡』p19。 
139 「朝日新聞」朝刊 1963 年 3 月 17 日。 
140 「朝日新聞」朝刊 1963 年 3 月 11 日。 
141 門司、小倉、若松、八幡、戸畑の五市。 
142 『軌跡』p125。 
143 『軌跡』p8-9。 
144 『軌跡』p12。 
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者団体による陳情攻勢はピークを迎えた145。 

 こうした状況を打開するために、自治体幹部は吉田市長に繰り返し生活保護の適正化を

要求した。民生局長は昭和 40 年に庁議に適正化実施計画案を提出し、昭和 42 年には市長

に「生活保護行政の問題点」という建白書を提出したが、その提言は吉田市政では実現さ

れなかった146。建白書では、生活保護実施体制の整備に向けて福祉事務所の増設、福祉事

務所職員の増員、本庁執務体制の強化、職員の執務意欲の喚起などを要請している。昭和

41 年末には、本庁保護課の若手有志も生活保護行政の指導を強化するために保護課の人員

拡充を求める要望書を民生局長に提出している147。 

 しかし、団体との確認書が制約になりケースワーカーの指導監督はほとんど機能しなか

った。合併時に旧五市が合意したタッチゾーン方式の影響で、福祉事務所職員の人事異動

や人員充足は困難であった148。タッチゾーン方式とは新市発足後の 5 年間は旧五市の人事

と財政を維持するという取り決めである。さらに、本庁保護課の能力不足で市独自の指導

監査を実施できない状態であった149。 

 その結果、ケースワーカーは濫給を放置し、保護率は合併前の昭和 37 年 41.3‰から昭和

41 年 67.3‰まで急上昇した。担当ケースが増加するのに人員が拡充されない中で、一部の

ケースワーカーは業務を放棄する動きを見せた。「勝手に自分の持ちケースは 80 と決め、

あとは自分のケースではないと所長の机の上に積んで」150いたという。 

 

 第一次適正化（昭和 42 年～昭和 45 年） 

 この時期には厚生省、谷市長、自治体幹部の選好が濫給の防止で一致し、第一次適正化

が進められた。厚生省は指導課の初代課長に職員を派遣し北九州市の適正化に全面的に協

力するとともに151、前年度に引き続き北九州市を特別指導市に指定し重点的な指導を徹底

した152。昭和 42 年度だけでも 6 度の指導監査を実施し、本庁の実施体制の整備、人員の拡

充、団体対策といった重要事項に取り組んだ。 

                                                   
145 『軌跡』p10-12。 
146 『軌跡』p18-21。 
147 『軌跡』p17。 
148 『軌跡』p7 
149 『軌跡』p20。 
150 『軌跡』p126。 
151 『軌跡』p119、129。 
152 「生活保護の現況と課題」昭和 42 年版、p110。 
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 昭和 42 年 2 月、北九州市長が革新系の吉田法晴から保守系の谷伍平に交代し、市側の適

正化を推進する体制が整った。谷は自民党と民社党の推薦を受け得票率 55.1％で当選した

153。革新勢力は社共共闘による候補者一本化で失敗し、現職で社会党公認の吉田法晴と共

産党公認のただくま博之がそれぞれ立候補した結果154、保守陣営を利することになった。

谷は選挙公約で生活保護の適正化を掲げ155、その後 20 年の在任期間にわたって生活保護に

強い関心を持ち続けた。 

 自治体幹部は谷市長の後ろ盾を得て実施体制を整備し生活保護の適正化を進めた156。イ

ンプットでは、昭和 42 年 4 月に福祉事務所職員を 71 名増員するとともに八幡南福祉事務

所を新設した157。さらに、同年 11 月には管理職の 9 名増員を伴って小倉中福祉事務所を新

設し九福祉事務所体制に移行した。団体対策としては、昭和 42 年 12 月までに福祉事務所

に部外者の介入を防ぐためのカウンターと面接室を設置した158。昭和 44 年 9 月には保護費

の銀行窓口払いを開始し159、ケースワーカーの業務負担を軽減した。 

執行については厚生省と福岡県の協力も得ながら160マニュアルを整備し生活保護業務を

標準化した。昭和 42 年 12 月に配布された重点指導ケース取扱手順書は自立可能性の高い

重点指導ケースに対する指導手順を示したマニュアルで、ケースの特徴に応じて指導から

保護停止や保護廃止までの手順が掲載されている161。昭和 43 年末には、この手順書に基づ

く生活保護受給者団体役員の保護廃止が福岡地裁で争われたが、市が事前に慎重な手続き

を踏んでいたので訴訟は取り下げられた162。こうした標準化の成果として、自治体幹部は

受給者団体と締結した確認書を破棄し生活保護行政の正常化を実現した163。 

アウトプットの面では、昭和 42 年 8 月に新設した指導課の初代課長に厚生省職員を招き、

本庁の福祉事務所に対する指導監査を強化した164。同時に、外勤報告書でケースワーカー

                                                   
153 「朝日新聞」朝刊 1967 年 2 月 25 日。 
154 「朝日新聞」朝刊 1967 年 2 月 7 日。 
155 生野(2001)p22。 
156 生野(2001)p34-35。 
157 『軌跡』p22。 
158 『軌跡』p27。 
159 『軌跡』p44。 
160 『軌跡』p134。厚生省、福岡県、北九州市の三者によるケース検討会を開催し、その成

果を集約してケース手順書を作成したという。 
161 『軌跡』p28-32。 
162 この訴訟（通称 A 訴訟）の内容については『軌跡』p33-40。 
163 『軌跡』p13。 
164 『軌跡』p25-26。 
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の執行活動を把握し、クライエントの家庭訪問が計画通り実施されていない場合には職務

命令を活用した。また、鹿児島県庁に勤務する医師を技術吏員として保護課の医療係に招

き、医療機関への立ち入り検査やレセプト点検を開始した165。 

 以上の適正化によって、ケースワーカーは濫給を防止するようになり、保護率は 41 年

67.3‰から昭和 45 年 45.3‰まで低下した。とはいえ、ケースワーカーは最初から適正化に

協力したわけではない。上司の指示を無視して勤務時間中に旅館でマージャンに興じる者

がいたり166、重点指導ケースの抽出も当初は福祉事務所から拒否されたりしたという167。 

 

 同和団体の全盛期（昭和 46 年～昭和 53 年） 

 この時期には、保守系首長であるにもかかわらず濫給を防止する程度を緩めた谷市長の

下で、自治体幹部は首長の意向と適正化の両立を図ろうとした。厚生省は昭和 41 年から昭

和 47 年まで継続的に「生活保護の現況と課題」で北九州市における生活保護行政の現状を

特別な項目を設けて掲載しており168、引き続き適正化を望んでいたと考えられる。しかし、

昭和 46年 2月169と昭和 50年 2月170に自民党と民社党の推薦を受けて再選された谷市長は、

「生活保護は一応安定した」171として濫給を防止する程度を緩めたという。昭和 46 年時点

で北九州市の保護率が他の政令指定都市と比べて 20‰以上高かったことを踏まえると、谷

市長が生活保護を落ち着いたと判断するのは不可解である。むしろ政治的な理由で同和団

体の支持を必要とし、そのために生活保護を用いたと考える方が自然であるが、その明確

な証拠は発見できていない。 

 自治体幹部は首長の意向に従って小倉北・小倉中・小倉南の三福祉事務所で同和団体の

要求に対応した。昭和 46 年 11 月に初めて開催された民生局と同和団体の協議において、

同和団体は同和対策事業の個人給付として生活保護を用いること、生活保護の面接で団体

役員の同席を認めることなどを要求した172。それ以降は予算編成の時期に同和団体との協

議を定期的に開催するようになり、生活保護受給者の住宅維持費の特別基準などで譲歩を

                                                   
165 『軌跡』p41。 
166 『軌跡』p138。 
167 『軌跡』p135。 
168 「生活保護の現況と課題」昭和 41 年版～昭和 47 年版。 
169 「朝日新聞」朝刊 1971 年 1 月 27 日、夕刊 1971 年 2 月 15 日。得票率は 61.1％である。 
170 「全国首長名簿」1975 年版。得票率 75.6％は在任中で最高の記録である。 
171 『軌跡』p148。 
172 『軌跡』p51-64。 
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重ねていった。小倉三福祉事務所では常駐する団体役員が生活保護の受け方を説明したり

面接に同席したりしていたという173。当時、指導課の職員が保護率上昇の原因のひとつと

して同和団体の台頭を記入しようしたところ、その部分が削除されたというエピソードが

残っている174。 

 その一方で、自治体幹部は小倉以外の福祉事務所では適正化を継続し、ケースの見直し

と個別協議に取り組んだ175。ケース見直しとは全てのケースを点検し 1 年以内に自立が可

能なケースを重点的に指導することである。個別協議とはケース見直しをルーティン化し

たもので、査察指導員とケースワーカーが個々のケースについて保護の継続要因と自立見

込み期間を協議し、その達成状況をケース記録で管理する仕組みである。インプットの面

では、保護事務の電算処理システムを政令指定都市の中で早期に導入しケースワーカーの

業務負担を軽減した176。アウトプットでは昭和 50 年に保護課と指導課を一度統合したが、

昭和 52 年に再び分離し福祉事務所への指導を強化した177。 

 このように、自治体幹部が首長の意向と適正化の継続を両立した結果、ケースワーカー

の執行活動は小倉三福祉事務所とそれ以外の福祉事務所で異なるものになった。図 3-2 の通

り、申請率は小倉北区と小倉南区178において 80％程度で高止まりする一方で、それ以外の

行政区では昭和 53 年には 50％程度まで低下した179。小倉三福祉事務所ではケースワーカ

ーの士気が低下し重点指導ケース取扱手順書が形骸化していたという180。ケースワーカー

は小倉三福祉事務所で濫給を放置し、それ以外の福祉事務所で濫給を防止したのである。

その結果、図 3-3 の通り保護率も小倉北区と小倉南区のみで上昇傾向が見られた181。 

                                                   
173 『軌跡』p85。団体役員の名刺には福祉事務所の電話番号が掲載されていた。 
174 『軌跡』p155。 
175 『軌跡』p65-66。 
176 「生活保護の現況と課題」昭和 45 年版、p15。昭和 44 年度の大阪市に続き、昭和 47

年度に北九州市は導入した。 
177 『軌跡』p148。 
178 昭和 49 年に小倉区は小倉北区と小倉南区に、八幡区は八幡東区と八幡西区に分離され

た。小倉北・小倉中福祉事務所は小倉北区に、八幡西・八幡南福祉事務所は八幡西区に位

置する。 
179 申請率は北九州市民生局社会部指導課「'81 保護の動向」に掲載された面接件数と申請

件数のデータから筆者が算出。 
180 『軌跡』p66。 
181 「北九州市統計年鑑」各年版のデータを使用した。 
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 第二次適正化（昭和 54 年～平成 17 年） 

 この時期には厚生省、市長、自治体幹部が再び濫給の防止を優先することで足並みを揃

え、第二次適正化を長期間にわたって継続した。厚生省は昭和 56 年に 123 号通知を出し、

緊急監査や補助金削減の脅しを用いながら自治体に適正化を迫った182。厚生省は北九州市

の第二次適正化を高く評価し、今井勇厚生大臣から仲山秀丸社会部長へ為書きを贈ってい

る183。また、「ある都市には、厚生省が北九州市はこんなことをやっているから勉強に行く

                                                   
182 武智(1996)。 
183 『軌跡』p110。為書きには「松無古今色」（古今松に色無し）と記されている。 
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ように」と言っていたという184。 

 第二次適正化は谷市長とその後継者である末吉興一市長の下で進められた。昭和 54 年 2

月、谷市長は自民党と民社党の推薦を受けた保守系首長として再選されたが185、昭和 58 年

2 月の選挙では新たに公明党の支持を加えて保革相乗り首長に変化した186。末吉興一は谷の

支持基盤に社会党を、平成に入ってからは新進党や民为党を引き込みながら保革相乗り首

長として四期を務めた187。ただし、五期目には「新人末吉」をキャッチフレーズに掲げ政

党の推薦や支持を受けない無党派候補として出馬し188、在任中で最低の得票率 56.6％で再

選された189。 

 谷市長と末吉市長はともに生活保護の適正化に強い関心を持っていた。谷市長は昭和 53

年から毎月保護動向の報告を受け、昭和 54 年には福祉事務所長との懇談会を開催した190。

暴力団員の不正受給の適正化にあたっては暴力追放推進会議の議長を務め、「僕の顔にドロ

を塗ってもいいよ、そのくらいの覚悟はしているから思いっきりやってくれ」191と担当者

を激励したという。末吉市長は昭和 63 年に福祉事務所の保護係長や面接为査との懇談会を

開催し現場職員の士気を高めるとともに、最新の保護率を常に手帳に記入し保護の動向に

注意を払っていた192。 

 自治体幹部は厚生省と市長の後押しを受けながら同和団体と暴力団員に関する生活保護

の適正化に取り組んだ。昭和 56 年 6 月に発覚した土地転がし事件193を契機として、自治体

幹部は陳情ルールを確立するとともに同和団体との定期的な交渉を打ち切り同和行政の正

常化を進めた194。同和団体との間では検診命令をかけないといった幻の確認事項が多数交

わされてきたが、昭和 57 年にそれらの破棄を福祉事務所に通知した195。他方で、昭和 55

                                                   
184 『軌跡』p187-188。 
185 「全国首長名簿」1979 年版。得票率は 69.3％である。 
186 「全国首長名簿」1983 年版。得票率は在任中で最低の 52.7％を記録した。 
187 「全国首長名簿」1987 年版、1991 年版、1995年版、1999年版。得票率は古い順に 57.8％、

77.8％、80.0％、67.2％である。 
188 「朝日新聞」朝刊 2003 年 1 月 11 日。 
189 「全国首長名簿」2003 年版。 
190 『軌跡』p168。 
191 『軌跡』p168-169。 
192 『軌跡』p111。 
193 同和団体の幹部が同和住宅建設予定地などを先行取得し不当な価格で転売したことが

明るみに出た事件。『軌跡』p116。 
194 『軌跡』p86。陳情ルールでは交渉に参加する人員と時間を制限し座り込みや罵声など

を禁止した。 
195 『軌跡』p166。 
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年 12 月の和歌山県御坊市における暴力団員の不正受給報道を契機として、自治体幹部は厚

生省の指示に基づき暴力団員の受給調査を実施した196。こうした動きに拍車をかけたのが

昭和 56 年 2 月に小倉北区で起きた暴力団抗争事件である。自治体幹部は警察と連携しなが

ら不正受給の摘発を進め、悪質なケースに対しては保護費の返還だけでなく刑事告発も辞

さなかった197。昭和 56 年度と昭和 57 年度だけで 36 件の告発と被害届を出しており、告発

を恐れて生活保護を辞退する者が続出したという。 

 こうした適正化を徹底するために、自治体幹部はケースワーカーに対する統制を強化し

た。昭和 54 年のケース見直しでは、一年以内の自立を見込める自立重点ケースをケースワ

ーカー1 人につき 5 件抽出するよう指示したが、すでに適正化が進んでいた門司、若松、八

幡西福祉事務所の反発を受け、福祉事務所ごとの実態を踏まえて 3～10 件を選定すること

に落ち着いた198。さらに、査察指導員とケースワーカーの個別協議を年 1 回から年 2 回に

増加させた。昭和 58 年、厚生省の 123 号通知を政令指定都市の中で早期に実施し、包括同

意書と資産申告書の徴取を開始した199。そのほか、具体的なケース事例を検討する研究会

を開催し、多様な指導マニュアルを作成し生活保護業務の標準化を進めた200。その例とし

ては「精神障害者の処遇」、「家賃滞納者の取扱い」、「アルコール症患者の処遇」、「母子ケ

ースの処遇」、「扶養義務者の取扱い」などを挙げられる。 

 インプットの面では、昭和 54 年に小倉三福祉事務所を中心にケースワーカー26 名と査察

指導員 3 名を増員するとともに、昭和 57 年には生活保護業務のうち面接相談のみを担当す

る面接員を配置した。面接員は「真に生活保護の必要な者とそうでない者を注意深く見極

め、整理した」201という。面接員には係長級の優秀な職員を配置し、「苦労した人には異動

時にはそれなりに考えて」202いた。面接員は昭和 57 年には福祉事務所ごとに 1 名ずつ計 9

名であったが、翌年 20 名に増員されて以降は 19 名～28 名で推移している203。 

 アウトプットで注目すべきは、福祉事務所の開廃差による管理が導入されたことである

                                                   
196 『軌跡』p69。 
197 『軌跡』p71-72。 
198 『軌跡』p82。 
199 大友(2000)。昭和 57 年の札幌市に続き、昭和 58 年には広島市、北九州市、福岡市が

123 号通知を実施した。 
200 『軌跡』p91-109。 
201 『軌跡』p80。 
202 『軌跡』p175。 
203 「北九州市職員録」各年版で面接为査数を確認した。 
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204。開廃差とは生活保護の開始件数と廃止件数の差である。年度初めの民生局長ヒアリン

グにおいて福祉事務所長は開廃差の年間目標値を報告し、秋の中間ヒアリングを経て翌年

のヒアリングで前年度の実績が評価された。民生局長が福祉事務所長に「羊が率いる虎の

軍団より、虎が率いる羊の軍団の方が強い」205と述べたというエピソードが残っている。

加えて、各福祉事務所では毎月の目標値を設定し、その結果を定例の福祉事務所長会で報

告する必要があった。「開廃差がプラスになった福祉事務所は肩身の狭い思いをした」206と

いう。 

 第二次適正化において、一部のケースワーカーは当初は自治体幹部に対する不信感を持

っていたが、徐々に自治体幹部の意向を受け入れ濫給の防止に尽力するようになった。特

に小倉三福祉事務所のケースワーカーは同和問題で本庁を信頼していなかったが207、本庁

が同和団体の圧力に屈しない姿勢を見せることで信頼を回復したという208。北九州市の申

請率は昭和 54 年 56.8％から昭和 61 年 30.4％まで急低下し、その後も緩やかに低下を続け

平成 17 年には歴代最低 12.8％を記録した。それに伴い保護率は昭和 54 年 46.3‰から昭和

61 年 33‰を経て平成 17 年 12.8‰まで低下した。 

 さらに、図 3-4 の通りケースワーカーの執行活動と世帯類型別被保護世帯数の関係を確認

する。ケースワーカーの執行活動としては自立推進助長世帯の選定率、長期外来患者に対

する就労指導割合、長期入院患者に対する退院指導割合を用いる209。自立推進助長世帯の

選定率とは被保護世帯のうち自立助長推進世帯に選定された世帯の割合である。長期外来

患者に対する就労指導割合とは、長期外来患者（一年以上継続的に受療している外来患者）

のうち治療と稼働が両立できると判断された者の割合である。長期入院患者に対する退院

指導割合とは、長期入院患者（入院一年以上の患者210）のうち为治医と意見調整を行った

結果、医療扶助による入院の必要がないと判断された者の割合である。 

                                                   
204 『軌跡』p83-84。 
205 『軌跡』p180。 
206 『軌跡』p84。 
207 『軌跡』p165。「よく小倉でケースワーカーと一緒に一杯飲みながら本音を聞かせても

らったもんです。すると、やはり上層部を信用していない」。 
208 『軌跡』p179。「適正化が進んでくると局長のわたしにもいろんなところから圧力がか

かってきた。が、何といわれても現場の福祉事務所が決めたことは、それを信じて、後か

らハシゴを外すような事は決してやってはならんと考えていました」。 
209 「生活保護の現況と課題」各年版。 
210 平成 14 年以降は「生活保護の現況と課題」における長期入院患者の定義が「入院 180

日以上の患者」に変更された。 
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 世帯類型別被保護世帯数211は高齢者世帯のみで漸増している一方で、母子世帯とその他

世帯では平成 5 年頃まで、傷病者・障害者世帯では平成 10 年頃まで低下が続いている。母

子世帯とその他世帯の減尐の原因としては自立推進助長世帯への指導を挙げることができ

る。自立推進助長世帯の選定率が平成 5 年頃まで 10％前後で推移しているからである。傷

病者・障害者世帯を減尐させたのは、長期外来患者に対する就労指導と長期入院患者に対

する退院指導であると考えられる。長期外来患者に対する就労指導割合と長期入院患者に

対する退院指導割合の数値が平成 2 年に逆転していることから、ケースワーカーはまず長

期外来患者への就労指導を強化し、それが落ち着いてから長期入院患者への退院指導に取

りかかったと推測できる。 

 

 

3.4 仮説の検証 

 前節の歴史分析を踏まえて仮説を順に検証する。仮説①では厚生省の選好が指導課長の

派遣、重点的な指導監査、123 号通知などを通じてケースワーカーの執行活動に反映されて

いることを実証した。仮説②について首長の党派性は予測通りの影響を与えていない。す

なわち、首長の選好は革新系、保革相乗り、保守系、無党派の間で明確に異なっておらず、

                                                   
211 「福祉行政業務報告」各年版。 
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革新系首長とそれ以外の首長の間のみで違いが見られた。漏給の防止を追求した革新系の

吉田市長と、一時期を除いて濫給の防止を優先した谷市長および末吉市長の選好は対照的

であった。同和団体の全盛期には保守系であるはずの谷市長が濫給を防止する程度を緩め

ているので、党派性以外の文脈的な要因を探索する必要がある。 

 仮説③では、谷市長が濫給の防止を緩めた時期に、市長の意向を尊重しながらも可能な

限り濫給を防止しようとする自治体幹部の姿を確認できた。自治体幹部は小倉三福祉事務

所で同和団体の要求に対応する一方で、それ以外の福祉事務所では適正化を継続しケース

ワーカーに濫給を防止させた。また、自治体幹部が自身の選好に基づき厚労省のルールと

首長の命令をどのように解釈しているのかについては検証できていない。ただし、厚労省

のルールの独自解釈はすでに収集済みの北九州市のマニュアルを用いて今後検討したい。

北九州市のマニュアルを同時期に厚生省が発行した生活保護手帳などと比較しその特徴を

把握する予定である。 

仮説④は全面的に支持された。自治体幹部は民間組織と同様の管理手法を用いてケース

ワーカーを統制していた。インプットでは人員拡充、電算システムの導入、面接員の設置

などでケースワーカーの業務負担を軽減し、執行では重点指導ケース取扱手順書をはじめ

とする多数のマニュアルで生活保護業務の標準化を進め、アウトプットでは指導課の新設

や開廃差による管理で事後評価を行っていた。このように北九州市の組織管理は民間組織

だけでなく他の自治体でも一般的なものであったが、個別的な対応が必要とされる生活保

護政策で開廃差という単純な数値目標で事後評価した点が特殊である。加えて、自治体幹

部がケースワーカーの選好に配慮することは、第二次適正化における自立重点ケース数の

修正で確認できた。逆に、第一次適正化では自治体幹部がケースワーカーの意向に反した

統制をかけたので現場職員の怠業が生じた。 

 仮説⑤では、ケースワーカーが漏給を防止すると保護率が上昇し、濫給を防止すると保

護率が低下することを実証した。第二次適正化では世帯類型別被保護世帯数の減尐にもケ

ースワーカーの執行活動が影響を与えている可能性を指摘した。より厳密な実証分析は第 4

章と第 5 章の計量分析で行う。 

 

3.5 小括 

本章では北九州市における生活保護行政の歴史分析を行い、自治体幹部が生活保護政策

を自律的に変容させており、その結果として政策アウトプットの生活保護受給者数が変化
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するという因果メカニズムを実証した。次章以降の計量分析では、政策変容の結果として

ケースワーカーの執行活動が政策アウトプットさらには政策アウトカムに影響を与えると

いう因果効果を厳密な形で検証する。 
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第 4章 保護率の計量分析212 

 本章では、なぜ生活保護受給者数が変化するのかをケースワーカーの執行活動によって

説明し、生活保護政策が実施過程において変容した結果としてケースワーカーが政策アウ

トプットに影響を与えていることを示す（仮説⑤）。 

 本章の構成は以下の通りである。第一に、生活保護受給者数を説明する先行研究を整理

し本章をそこに位置付ける。第二に、計量分析の従属変数である政策アウトプットのバリ

エーションを確認する。その指標としては、生活保護の多寡を示す保護率と保護世帯受給

率に加えて、世帯類型別の受給状況も把握するために高齢者世帯、母子世帯、傷病者・障

害者世帯、その他世帯の受給率を用いる。第三に、本稿の仮説から作業仮説を導出すると

ともに、生活保護受給者数に影響を与える他の要因として社会経済環境と日本型福祉国家

システムを検討する。第四に、保護率などの計量分析によって作業仮説を実証し、最後に

本章の議論をまとめる。 

 

4.1 先行研究の整理 

 生活保護受給者数は自治体によって異なっており時系列的な変化も大きい。その指標と

しては保護率（人口 1000 人当たり生活保護受給者数）や保護世帯受給率（1000 世帯当た

り被保護世帯数）が为に用いられている。詳細なデータは次節で検討するが、平成 25 年度

の保護率は最大の大阪市 56.4‰213から最小の浜松市 9.4‰までの開きがあり、大阪市では保

護率が平成 1 年 18‰から平成 25 年 56.4‰まで変化している214。とりわけ、近年のリーマ

ンショック後に見られたように、不況時には生活保護受給者の急速な増加がメディアや世

間の注目を集めることが多い。 

 为として、先行研究はなぜ生活保護受給者数が自治体によって異なるのか、また時系列

的に変化するのかを社会経済環境によって説明してきた215。すなわち、失業者、高齢単身

世帯、母子世帯などの貧困層が拡大するほど生活保護受給者が増加する。実証的には失業

率、高齢単身世帯の割合、離婚率などが保護率を上昇させることが確認されている。誰が

生活保護を必要とするのかという需要側の要因に注目した研究と言える。 

                                                   
212 本章は関(2012)を大幅に改稿したものである。 
213 ‰（パーミル）とは千分率である。例えば 56.4‰は人口 1000 人当たり 56.4 人が生活保

護を受給していることを意味する。 
214 平成 25 年度被保護者調査。 
215 曽原(1977)、牛沢・鈴木(2004)、関根(2007)、石井(2008)。 
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 近年の研究は需要側の要因に加えて、誰がどのように生活保護を給付するのかという供

給側の要因も検討している。というのも、貧困層が拡大しても行政が受給資格を認定しな

い限り生活保護受給者数の増加にはつながらないからである。その要因としてはケースワ

ーカーの業務負担を取り上げ、人員拡充で業務負担が軽減されるほどケースワーカーは資

格審査や自立支援を通じて生活保護受給者数を減尐させることを検証している216。しかし、

こうした研究には内生性の問題が残されている217。すなわち、ケースワーカーの業務負担

が軽減されたから生活保護受給者が減尐したのか、それとも受給者が減尐したから業務負

担が軽減されたのかを判別できない。これに対し、本章は供給側の要因をケースワーカー

の執行活動で直接的に把握し、面接相談や資格審査が生活保護受給者数を変化させること

を検証する。 

 

4.2 生活保護受給者数のバリエーション 

 計量分析の従属変数である生活保護受給者数のバリエーションを確認する。第 2 章と同

様にパネルデータを用いて自治体間比較と時系列比較を行う。その指標としては生活保護

の多寡を示す保護率と保護世帯受給率に加えて、世帯類型別の受給状況218も把握するため

に高齢者世帯、母子世帯、傷病者・障害者世帯、その他世帯の受給率を用いる。 

 保護率と保護世帯受給率 

 繰り返しになるが、保護率219とは人口 1000 人当たり生活保護受給者数で、保護世帯受給

率220とは 1000 世帯当たり被保護世帯数である。いずれの指標も分子は月平均の被保護世帯

数であるが、分母が人口か世帯数であるかで異なる。世帯単位の原則をとる生活保護政策

では保護世帯受給率の方が妥当であると考えられるが、先行研究などで保護率が一般的に

用いられてきたことから二つの指標を使用する。なお、計量分析では全ての政令指定都市

のデータを用いるが、ここでは自治体間比較と時系列比較を容易にするために、グラフに

掲載する都市を札幌、仙台、横浜、川崎、名古屋、京都、大阪、神戸、広島、北九州、福

岡に限定する。 

                                                   
216 周・鈴木(2007)、Hayashi(2011)、林(2012)。 
217 周・鈴木(2007)は自ら内生性の問題を指摘している。 
218 世帯類型別の受給実態を検討した研究として関根(2009)。 
219 「福祉行政業務報告」各年版のデータを使用。 
220 「福祉行政業務報告」各年版の月平均被保護世帯数と、「大都市比較統計年表」の世帯

数を使用。 
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 図 4-1 および図 4-2 の通り、保護率と保護世帯受給率は緩やかに上昇した後、平成 19 年

のリーマンショック以降に急激に上昇している。大阪市は平成 10 年頃から急速に伸びてお

り不況以外の要因も作用している可能性がある。北九州市は他市の緩やかな上昇局面にお

いて一貫して保護率と保護世帯受給率を低下させている。 

 

 

 

 世帯類型別の受給率 
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 世帯類型別の受給率221とは 1000 世帯当たり世帯類型別の被保護世帯数である。ここでは

高齢者世帯、母子世帯、傷病者・障害者世帯、その他世帯の受給率を確認する。厚生労働

省による世帯類型の定義は以下の通りである222。高齢者世帯とは「男女とも 65 歳以上の者

のみで構成されている世帯か、これらに 18 歳未満の者が加わった世帯」である。母子世帯

とは「死別、離別、生死不明及び未婚等により、現に配偶者がいない 65 歳未満の女子と 18

歳未満のその子（養子を含む。）のみで構成されている世帯」である。傷病者・障害者世帯

とは「世帯为が障害者加算を受けているか、身体障害、知的障害等の心身上の障害のため

働けない者である」世帯、または「世帯为が入院しているか在宅患者加算を受けている世

帯、又は世帯为が傷病のため働けない者である」世帯を合算したものである223。その他世

帯とは「上記のいずれにも該当しない世帯」である。 

 図 4-3 の通り、高齢者世帯受給率は高齢化に伴って漸増傾向にあるが、大阪市の伸びは突

出している。他の世帯類型と比べると受給率が高く、被保護世帯に占める割合の高さを確

認できる。図 4-4 の通り、母子世帯受給率は多くの都市で平成 10 年頃まで低下した後に上

昇へ転じている。札幌市と京都市が上位を維持しているが、伸び率では大阪市が突出して

いる。対照的に、北九州市は他市の上昇局面において 0.5‰まで低下し、その数値を平成 19

年まで維持している。図 4-5 の通り、傷病者・障害者世帯受給率も母子世帯と同様の傾向を

示しており、大阪市の伸びと北九州市の独自性も類似している。仙台市が一貫して最下位

である点が特徴的である。図 4-6 の通り、その他世帯受給率は平成 20 年以降の急上昇が際

立っている。リーマンショックが 1 年のタイムラグを伴って生活保護に影響を与えたこと

が示唆される。 

                                                   
221 「福祉行政業務報告」各年版に掲載された世帯類型別の月平均被保護世帯数と、「大都

市比較統計年表」の世帯数を使用。 
222 以下の世帯類型の定義はいずれも厚労省のホームページに記載されたものである。 

http://www.mhlw.go.jp/toukei/list/74-16_yougo.html（2015/8/7 最終アクセス）。 
223 福祉行政業務報告例では平成 11 年以降に傷病者世帯と障害者世帯を個別に計上するよ

うになったが、それ以前との整合性を重視し傷病者・障害者世帯を用いる。 

http://www.mhlw.go.jp/toukei/list/74-16_yougo.html
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4.3 作業仮説の導出 

 仮説⑤に基づき、生活保護受給者数のバリエーションを説明するための作業仮説を導出

する。加えて、ケースワーカーの執行活動以外の要因として社会経済環境と日本型福祉国
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家を検討する。なお、本節の末尾に作業仮説と指標の一覧（表 4-1 と表 4-2）を記載する。 

 仮説⑤ 

ケースワーカーの執行活動が政策アウトプットに与える影響を検討すると、ケースワー

カーが濫給の防止を優先するほど生活保護受給者は減尐すると考えられる。第 2 章と同様

に、執行活動として取り上げるのは面接相談と資格審査である。ケースワーカーが濫給と

漏給のどちらを防止しているのかを観察できるからである。クライエントの申請を相談段

階で防ぎ、申請者の受給資格を厳格に審査すれば、濫給の防止につながり生活保護受給者

は減尐する。逆に、クライエントの申請を積極的に認め、必要最小限の審査を迅速に行え

ば、漏給の防止につながり生活保護受給者は増加する。その指標としては申請率と調査件

数を用いる。申請率が上昇し調査件数が減尐するほど保護率は上昇するだろう。 

ただし、合理的なケースワーカーは資格審査にとって有用な情報を発見しやすい関係先

から調査するので、早期の調査ほど生活保護受給者を減尐させると考えられる。言い換え

れば、調査件数が増加するにつれて、ケースワーカーが有用な情報を得る確率は低下し生

活保護受給者の減尐幅も縮小していく。したがって、調査件数と生活保護受給者数の間に

は負の収穫逓減の関係が成立する。線形モデルで回帰分析するために、計量分析では調査

件数の自然対数値を用いる。 

 

 社会経済環境 

先行研究224が指摘する通り、社会経済環境の変動によって貧困層が拡大するほど生活保

護受給者は増加することが予測される。社会経済環境としては雇用環境の悪化、貧困リス

クの高い高齢単身世帯や母子世帯の増加が考えられる。第一に、雇用環境が悪化するほど

失業者が増加し生活保護受給者は増加するだろう。第二に、単身者の国民年金月額は生活

保護費を下回るので、高齢単身世帯が増加するほど生活保護受給者も増加するだろう。第

三に、離婚を契機として母子世帯は貧困に陥るリスクが高いので、離婚が増加するほど生

活保護受給者も増加するだろう。逆に、婚姻は世帯所得を上昇させることで生活保護受給

者を減尐させる可能性がある。 

これらの要因は有効求人倍率、高齢単身世帯の割合、離婚率、婚姻率として操作化する225。

                                                   
224 例えば周・鈴木(2007)。 
225 「大都市比較統計年表」各年版のデータを使用。高齢単身世帯の算出にあたっては「大

都市比較統計年表」に掲載されていないデータを各市の統計書及び国勢調査の結果で補完。 
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有効求人倍率と婚姻率が低下し高齢単身世帯の割合と離婚率が上昇するほど、保護率は上

昇するだろう。先行研究では雇用環境の指標として失業率を用いることが多いが226、失業

率の算出に必要な完全失業者数は 5 年ごとの国勢調査でしか入手できない。本章では 5 年

ごとの失業率を線形補正するより、各年度の有効求人倍率の方が雇用環境の変化を適切に

測定できると判断した。また、高齢単身世帯の割合は国勢調査のデータを使用し 5 年間隔

の数値を線形補正した。高齢化率と同様に漸増する傾向があるので線形補正で問題ないと

考えられる。 

 

 日本型福祉国家 

 日本型福祉国家において、経済的な困窮者は雇用、社会保険、生活保護という三層のセ

ーフティネットで保護されている。戦後長らく日本では、就労者の夫が専業为婦の妻と子

供を扶養する男性稼ぎ手モデルを基に、雇用に依存した福祉国家システムを形成してきた

227。すなわち、勤務先において就労者は賃金を得るだけでなく健康保険や厚生年金保険に

も加入し、世帯単位で貧困を予防している。第二のセーフティネットである社会保険が雇

用と結び付いているので、失業は所得と社会保険の一部を同時に失うことを意味する。こ

のように雇用が政府の社会保障を肩代わりする日本型福祉国家では、行政は不況時に公共

事業や失業対策事業などで雇用を維持することを優先してきた228。 

失業や退職で雇用のセーフティネットから抜けると、雇用保険と年金保険が所得を保障

する。失業者は雇用保険を受給しながら再雇用を目指し、定年退職した高齢者は貯金と年

金で生計を立てる。そして、第二のセーフティネットからもこぼれ落ちると、最後のセー

フティネットである生活保護を受給することになる。したがって、雇用や社会保険が機能

しているほど生活保護受給者は減尐するだろう。 

 第一のセーフティネットの雇用は人口 1 人当たり投資的経費229で操作化する。投資的経

費とは自治体のインフラ整備に投入される普通建設事業費、災害復旧事業費、失業対策事

業費の合計金額で230、行政が雇用を維持しようとする程度を示すと考えられる。よって、

                                                   
226 牛沢・鈴木(2004)、関根(2007)など。 
227 宮本(2008)。 
228 北山(2003)。 
229 「大都市比較統計年表」各年版のデータを使用。「大都市比較統計年表」に掲載されて

いないデータは各市の統計書で補完。 
230 投資的経費の定義については地方財政白書の「用語の説明」を参照。 

http://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/hakusyo/chihou/24data/yougo.html（2015/8/7 最

http://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/hakusyo/chihou/24data/yougo.html
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投資的経費が増加するほど保護率は低下するだろう。なお、物価の変動を考慮し投資的経

費は消費者物価指数で調整した。 

第二のセーフティネットでは、雇用保険と年金保険が失業者や高齢者の所得を保障し、

生活保護受給者が減尐することが予測される。雇用保険と年金保険の指標は雇用保険受給

率と国民年金受給率である231。雇用保険受給率とは一般雇用保険の月平均実給付人員数を

平均月間有効求職者数で除した数値で、雇用保険で所得保障される求職者の割合を示す。

国民年金受給率とは人口 1000 人当たり国民年金受給権者数で、老齢年金、障害年金、遺族

年金、老齢福祉年金を含む国民年金を受給する住民の多寡を示す。雇用保険受給率と国民

年金受給率が上昇するほど保護率は低下するだろう。 

 

 

 

4.4 保護率のパネルデータ分析 

 上記の作業仮説を保護率などのパネルデータ分析によって実証する。従属変数の指標と

しては保護率、保護世帯受給率、高齢者世帯受給率、母子世帯受給率、傷病者・障害者世

帯受給率、その他世帯受給率を用いる。調査件数のデータが平成 4 年以降しか存在しない

ので、分析期間は平成 4 年から平成 22 年である。この時期には、政令指定都市の保護率が

                                                                                                                                                     

終アクセス）。 
231 「大都市比較統計年表」各年版のデータを使用。 

表4-1 作業仮説の一覧
指標 予測

申請率 +
調査件数 -

有効求人倍率 -
離婚率 +
婚姻率 -

高齢単身世帯割合 +
投資的経費 -

雇用保険受給率 -
国民年金受給率 -

仮説⑤

社会経済環境

日本型福祉国家

表4-2 指標の一覧
指標

申請率 申請件数の相談件数に占める割合（％）
調査件数 延べ関係先調査件数／申請件数

有効求人倍率 平均月間有効求人数／平均月間有効求職者数
離婚率 人口1000人当たり離婚件数
婚姻率 人口1000人当たり婚姻件数

高齢単身世帯割合 高齢単身世帯数／一般世帯数
投資的経費 人口1人当たり投資的経費（1000円）・CPI調整済み

雇用保険受給率 一般雇用保険の月平均実給付人員数／平均月間有効求職者数
国民年金受給率 人口1000人当たり国民年金受給権者数
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平成 6 年頃を境に長期的に上昇したので、生活保護政策の執行方針をめぐるアクター間の

対立が先鋭化したと考えられる。 

第 2 章と同様に、分析データは政令指定都市のパネルデータで、記述統計は表 4-3 の通

りである。分析手法は都市の固定効果と従属変数のラグを投入したパネルデータ分析であ

る。加えて、本章では全国的な景気動向などをコントロールするために年度ダミーを投入

している。なお、誤差項の不均一分散の問題に対しては、政令指定都市ごとにクラスター

化して算出したロバスト標準誤差で処置する。 

 パネルデータ分析の結果は表 4-4 の通りである。全ての分析に共通する特徴はモデルの説

明力の高さと高齢単身世帯の影響力である。都市と年度の固定効果を投入しているので当

然ではあるが、いずれの分析でも決定係数（R2）の個体内推定量（within）は 0.95 を超え

ており、本章のモデルは従属変数の時系列的な変化の 95％程度を説明している。高齢単身

世帯割合は高齢者世帯受給率以外で統計的に有意で、高齢単身世帯が増加するほど高齢者

世帯以外では生活保護受給者が増加することを示している。高齢単身世帯が生活保護を受

給すると高齢者世帯受給率の上昇に直結するはずなので、論理的な解釈が困難な結果であ

る。 

 個別の分析結果を確認すると、保護率と保護世帯受給率の分析では仮説⑤が支持された。

すなわち、調査件数（対数）が増加するほど保護率と保護世帯受給率は低下しており、厳

格な資格審査が生活保護受給者を減尐させることを示している。また、婚姻率が予測に反

して保護率と保護世帯受給率を上昇させている。同様の結果はその他世帯受給率の分析で

も得られており、婚姻率が結婚による世帯所得の改善以外の変数を捉えている可能性があ

る。高齢者世帯受給率の分析では、高齢者の所得に関係する高齢単身世帯や国民年金にお

いてさえ有意な結果を得られなかった。母子世帯受給率の分析では、高齢単身世帯の影響

に加えて投資的経費が予測通り生活保護受給者を減尐させている。日本の母子世帯の就労

率が高いことを踏まえれば妥当な結果と言える。しかし、有効求人倍率は予測に反して母

子世帯受給率を上昇させている。傷病者・障害者世帯の分析では仮説⑤の調査件数が有意

であった。資格審査は稼働層に当たる母子世帯とその他世帯で厳格になると考えていたが、

稼働能力の判定が難しい傷病者・障害者世帯に影響があるようである232。 

                                                   
232 平成 25 年度被保護者調査（平成 24 年度以降は福祉行業務報告例の生活保護の部分が統

合された）によると、世帯为が働いている世帯は被保護世帯全体では 13％であるのに対し、

母子世帯とその他世帯ではそれぞれ 44％と 31％にも達しており、これらの世帯類型を稼働
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 調査件数（対数）の係数を直感で理解するのは難しいので、調査件数が分析期間中に最

も変動した札幌市のデータを基に解釈する。札幌市は最小値の平成 4 年 17.5 件から最大値

の平成 13 年 58.3 件まで変動しており、その自然対数値はそれぞれ 2.9 と 4.1 である。その

ため、調査件数が保護世帯受給率に与える最大の効果は自然対数値の差 1.2（4.1-2.9=1.2）

に係数-0.50 を乗じた-0.6‰である。つまり、調査件数は最大でも保護世帯受給率を 0.6‰し

か低下させていないが、約 90 万世帯を抱える札幌市233では 540 世帯の被保護世帯が減尐す

ることを意味する。各市の保護世帯受給率の変化が大阪市を除けば緩やかであることを踏

まえれば（図 4-2）有意な効果であると判断できる。 

 

 

                                                                                                                                                     

層と判断するのは妥当である。傷病者・障害者世帯では 8%に過ぎない。 

http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/GL08020103.do?_toGL08020103_&listID=000001132

142&requestSender=search（2015/8/8 最終アクセス） 
233 平成 22 年度の札幌市の世帯数は 885848 世帯である。 

表4-3 記述統計
観察数 平均値 標準偏差 最小値 中央値 最大値

保護率 250 15.8 8.4 4.4 14.9 54.9
保護世帯受給率 250 25.9 12.6 8.0 24.5 85.4

高齢者世帯受給率 250 11.5 6.3 3.2 10.5 38.9
母子世帯受給率 250 2.4 1.5 0.5 1.9 6.0

傷病者・障害者世帯受給率 250 9.0 3.9 2.8 8.4 23.4
その他世帯受給率 250 2.9 2.2 0.5 2.2 17.2

申請率(%) 250 43.2 14.3 9.0 43.8 71.7
調査件数 250 19.9 14.1 0.8 17.7 63.8

調査件数（対数） 250 2.68 0.89 -0.22 2.87 4.16
有効求人倍率 250 0.71 0.34 0.31 0.61 2.31

離婚率 250 2.14 0.34 1.36 2.12 3.19
婚姻率 250 6.7 0.8 5.0 6.6 9.2

高齢単身世帯割合 250 0.071 0.024 0.027 0.069 0.135
投資的経費 250 102.2 56.9 35.0 87.5 477.5

雇用保険受給率 250 0.356 0.080 0.203 0.346 0.585
国民年金受給率 250 136.9 44.8 54.0 134.4 247.2

http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/GL08020103.do?_toGL08020103_&listID=000001132142&requestSender=search
http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/GL08020103.do?_toGL08020103_&listID=000001132142&requestSender=search
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4.5 小括 

 本章では、ケースワーカーの執行活動が生活保護受給者数に影響を与えることを実証し、

政策変容の結果として政策アウトプットが変化することを明らかにした。为に先行研究は

保護率を社会経済環境といった需要側の要因によって説明してきたが、本章は供給側の要

因としてケースワーカーの執行活動を提示し、厳格な資格審査が生活保護受給者を減尐さ

せることを実証した。とはいえ、世帯類型別受給率のパネルデータ分析では十分な結果を

得られていない。各世帯類型の特徴に合わせて独立変数を再検討する必要がある。加えて、

予測に反する結果を得た婚姻率や有効求人倍率についても指標の妥当性を含めて検討し直

したい。 
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第 5章 自殺率の計量分析 

 本章では、なぜ自殺者数が変化するのかをケースワーカーの執行活動と生活保護政策の

アウトプットによって説明し、生活保護政策が実施過程において変容した結果としてケー

スワーカーが直接的・間接的に政策アウトカムに影響を与えていることを示す（仮説⑥）。 

 本章の構成は以下の通りである。第一に、自殺の原因を実証的に示す先行研究を整理し、

そこに本章を位置付ける。第二に、計量分析の従属変数である自殺者数のバリエーション

を複数の指標で確認する。第三に、本稿の仮説から作業仮説を導出するとともに、前章と

同様に自殺者数に影響を与える他の要因として社会経済環境と日本型福祉国家を検討する。

第四に、自殺率などの計量分析によって作業仮説を実証し、最後に本章の議論をまとめる。 

 

5.1 先行研究の整理 

日本の年間自殺者数は、警察庁の自殺統計では 1998 年から 14 年連続で 3 万人を超え、

2013 年でも 2 万 7283 人で高止まりしており、日本は国際的に見ても自殺の多い国の一つ

である234。さらに、自殺は 20 代と 30 代の死因第一位を占めている。こうした状況の下で、

政府は 2006 年に自殺対策基本法を制定し、自殺を社会問題として認識するに至った。2014

年の過労死等防止対策推進法では過労自殺の予防にも取り組み始めている235。 

 また、政府の自殺問題に対する政策介入は、経済学的にも次の二点で正当化されている236。

ひとつは、自殺の膨大な社会的費用である。その費用は、自殺者にかかる医療費と、自殺

者が生きていれば得たであろう逸失生涯所得額で計算される。もうひとつは、自殺に伴う

負の外部性である。自死遺族の後追い自殺、著名人の自殺の影響で一般人の自殺が増加す

るウェルテル効果、飛び込み自殺によって発生する運休コストなどが考えられる。 

 従来、自殺は精神疾患といった個人の健康問題で生じると考えられてきたが237、近年の

研究はその社会経済的な背景に注目し、貧困と孤立が自殺を増加させると为張している238。

すなわち、失業や離婚を契機として経済的に困窮し社会的にも孤立した者が自殺する傾向

がある239。他方、政府や自治体は経済政策と福祉政策を通じて住民の経済状態を改善し自

                                                   
234 内閣府(2014)。 
235 川人(2014)。 
236 澤田他(2013a)。 
237 例えば河西(2009)。 
238 柴田(2014)。 
239 金子他(2004)、Chen et al. (2009)、澤田他(2010)。 
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殺者数を抑制できる240。有効な政策としては、行政投資、失業対策事業、生活保護政策が

挙げられている。失業対策事業といった積極的労働市場政策が自殺を予防する効果は国際

的にも確認されている241。生活保護政策では、生活保護受給者数が増加するほど自殺者数

が減尐することが実証されている。 

 しかし、生活保護政策は最低生活の保障で自殺を防ぐだけでなく、ケースワーカーが生

活保護を求める困窮者を追い返すことで自殺を増加させる可能性もある。一般に水際作戦

と呼ばれる問題である242。本章はこうした生活保護政策の負の側面も検討し、ケースワー

カーの執行活動が自殺者数に影響を与えることを明らかにする。 

 

5.2 自殺者数のバリエーション 

 計量分析の従属変数である自殺者数のバリエーションを確認する。前章と同様にパネル

データを用いて自治体間比較と時系列比較を行う。その指標としては自殺の多寡を示す自

殺率に加えて、年齢別・性別の自殺者数を把握するために 65 歳未満自殺率、65 歳以上自殺

率、65 歳未満男性自殺率、65 歳以上男性自殺率、65 歳未満女性自殺率、65 歳以上女性自

殺率を用いる。いずれの指標も人口動態統計のデータを基に算出した人口 10 万人当たり年

間自殺者数である。先行研究では都道府県単位で集計した自殺率が用いられているが、本

章では政令指定都市の自殺率を使用する。というのも、都市部で生活保護政策を実施する

のは都道府県ではなく市だからである。本章は生活保護政策の執行に関心を持つので（仮

説⑤）、都道府県ではなく政令指定都市単位のデータを用いるのが妥当である。なお、計量

分析では全ての政令指定都市のデータを用いるが、ここでは自治体間比較と時系列比較を

容易にするために、グラフに掲載する都市を札幌、仙台、横浜、川崎、名古屋、京都、大

阪、神戸、広島、北九州、福岡に限定する。 

 全体の自殺率243、年齢別自殺率244、男性と女性の年齢別自殺率245は図 5-1 から図 5-7 の

                                                   
240 松林・上田(2013)、澤田他(2013b)。 
241 柴田(2014)。 
242 例えば今野(2013)。 
243 「大都市比較統計年表」各年版のデータを使用。 
244 「人口動態統計」の 65 歳未満自殺者数と 65 歳以上自殺者数、「大都市比較統計年表」

の 65 歳未満人口と 65 歳以上人口を使用。人口の算出にあたっては「大都市比較統計年表」

に掲載されていないデータを各市の統計書で補完。 
245 「人口動態統計」の男性 65 歳未満自殺者数、男性 65 歳以上自殺者数、女性 65 歳未満

自殺者数、女性 65 歳以上自殺者数と、「大都市比較統計年表」の男性 65 歳未満人口、男性

65 歳以上人口、女性 65 歳未満人口、女性 65 歳以上人口を使用。人口の算出にあたっては
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通りであり次の四点を指摘できる。第一に、いずれの自殺率でも時系列的な変化が大きく

十分なバリエーションが存在する。全体の自殺率は緩やかな漸増傾向を示しているが、年

齢別・性別の自殺率に分解するとそのバリエーションが拡大する。第二に、男女問わず自

殺率は 65 歳未満より 65 歳以上で高い。人口動態統計のデータを確認すると 100 歳以上の

自殺者も存在している。第三に、男性の自殺率は女性の自殺率より高く、特に 65 歳未満で

その差が大きい。男女ともに 65 歳未満では自殺率が漸増傾向にあるのに対し、65 歳以上で

は男女で異なる動きを見せている。男性は若干の漸増傾向であるが、女性は漸減傾向にあ

る。第四に、女性の自殺率以外では平成 10 年度に多くの都市の自殺率が急上昇している。

特に大阪市の伸びは突出しており、平成 10 年度に大阪市で大幅に変動した要因が影響を与

えている可能性がある。その候補の一つが大阪市で平成 9 年 60.9%から平成 10 年 31.1％に

急落した申請率である（図 2-1）。 

 

                                                                                                                                                     

「大都市比較統計年表」に掲載されていないデータを各市の統計書で補完。 
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5.3 作業仮説の導出 

仮説⑥に基づき、自殺者数のバリエーションを説明するための作業仮説を導出する。加

えて、ケースワーカーの執行活動以外の要因として社会経済環境と日本型福祉国家を検討

する。なお、本節の末尾に作業仮説の一覧（表 5-1）を記載する。 
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 仮説⑥ 

 ケースワーカーの執行活動が直接的に自殺者数に与える影響としては、困窮者を相談の

みで追い返す水際作戦246が考えられる。例えば、65 歳未満やホームレスは生活保護を受給

できない、離婚した配偶者や疎遠な親戚にまず相談する必要がある、大都市での受給を勧

めて片道切符を交付するといったルールに反した運用でクライエントは追い返されること

がある。生活保護の相談に訪れるクライエントは程度の差はあれ経済的に困窮しているの

で、相談段階で一定の自殺リスクを抱えている。にもかかわらず、生活保護の申請さえ認

められなければ、クライエントは経済問題の解決を諦めてさらに高い自殺リスクに直面す

る可能性がある。水際作戦の程度は申請率で操作化し、申請率が低下するほど自殺率が上

昇すると予測する。 

 また、ケースワーカーは政策アウトプットを通じて間接的に政策アウトカムの自殺者数

に影響を与える。先行研究が指摘する通り247、生活保護政策は困窮者の最低生活を保障す

ることで自殺を予防するので、政策アウトプットの生活保護受給者数が増加するほど自殺

者数は減尐すると予測できる。生活保護受給者数がケースワーカーの執行活動によって変

化するという前章の実証分析を踏まえると、この仮説は執行活動の間接的な影響を示して

いる。政策アウトプットの指標としては保護率を用いる。 

 

 社会経済環境 

 先行研究が指摘する通り、社会経済環境の変動によって貧困や孤立を抱える者が増加す

るほど自殺者数が増加することが予測される。社会経済環境としては貧困の为たる原因で

ある雇用環境の悪化248、孤立につながる離婚と単身世帯の増加249が考えられる。第一に、

雇用環境が悪化するほど失業者が増加し自殺者は増加するだろう。第二に、離婚を契機と

して孤立する可能性があるので、離婚が増加するほど自殺者は増加するだろう。逆に、結

婚によって世帯構成員が増加すれば孤立状態は緩和されるので、婚姻が増加するほど自殺

者は減尐するだろう250。 

なお、貧困と孤立は別々に生じるのではなく重複する可能性が高い。失業者が離婚した

                                                   
246 例えば今野(2013)。 
247 松林・上田(2013)、澤田他(2013b)。 
248 金子他(2004)、Chen et al. (2009)、澤田他(2010)。 
249 松林・上田(2013)、澤田他(2013b)。 
250 柴田(2014)。 
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り、離婚した母子世帯が経済的に困窮したりすれば、貧困と孤立を同時に経験することに

なる。こうした経験は高齢単身世帯で多いと考えられる。勤務先の人間関係や同居者との

つながりを持たず、年金収入に依存している可能性が高いからである。したがって、高齢

単身世帯が増加するほど自殺者は増加するだろう。これらの要因は有効求人倍率、高齢単

身世帯の割合、離婚率、婚姻率として操作化する。有効求人倍率と婚姻率が低下し高齢単

身世帯の割合と離婚率が上昇するほど、自殺率は上昇するだろう。 

 

 日本型福祉国家 

 前章と同様に、困窮者の経済状況を改善する仕組みとして日本型福祉国家251のセーフテ

ィネットを検討する。セーフティネットは雇用、社会保険、生活保護で構成されている。

第一に、雇用は就労者に賃金と社会保険を提供し世帯単位で貧困を防いでいる。加えて、

企業は社宅、社員旅行、企業内運動会などに見られるように、孤立を防ぐ共同体としても

機能していた。そのため、行政は不況時には公共事業や失業対策事業によって雇用を維持

しようとしてきた252。第二に、社会保険は雇用保険と年金保険で失業者と高齢者の所得を

保障している。第三に、仮説⑥で検討した通り、最後のセーフティネットとして生活保護

が経済的な困窮者の最低生活を保障している。 

 これらの指標は投資的経費、雇用保険受給率、国民年金受給率である。いずれの指標も

本章までに紹介した通りである。なお、先行研究では雇用保険の指標として被保険者の受

給率を用いているが253、本章では求職者の受給率を採用する。分母に雇用保険の被保険者

数ではなく求職者数を用いている。なぜなら、実際に雇用保険を受給するのは被保険者全

体ではなく求職者だからである。投資的経費、雇用保険受給率、国民年金受給率が上昇す

るほど自殺率は低下するだろう。 

                                                   
251 宮本(2008)。 
252 北山(2003)。 
253 例えば澤田他(2013b)。 
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5.4 自殺率のパネルデータ分析 

 上記の作業仮説を自殺率のパネルデータ分析によって実証する。従属変数の指標として

は、自殺の全体的な傾向と年齢別・性別の自殺の特徴を把握するために、自殺率、65 歳未

満自殺率、65 歳以上自殺率、男性 65 歳未満自殺率、男性 65 歳以上自殺率、女性 65 歳未

満自殺率、女性 65 歳以上自殺率を用いる。分析期間は平成 1 年から平成 22 年である。こ

の時期には、本章が関心を持つ申請率が大幅に変動しているので（図 2-1）、申請率が自殺

率に与える効果を検証する上で妥当な分析期間と言える。 

前章と同様に、分析データは政令指定都市のパネルデータで、記述統計は表 5-2 の通りで

ある。分析手法は自治体の固定効果と従属変数のラグを投入したパネルデータ分析である。

岡(2013)では、地勢や気候といった地理的条件が自殺に与える効果が実証されており、こう

した地理的条件を考慮するために自治体の固定効果を投入する必要がある。加えて、本章

では全国的な景気動向などをコントロールするために年度ダミーを投入している。なお、

誤差項の不均一分散の問題に対しては、政令指定都市ごとにクラスター化して算出したロ

バスト標準誤差で処置する。 

 自殺率と年齢別自殺率のパネルデータ分析の結果は表 5-3 の通りである。決定係数（R2）

の個体内推定量（within）は自殺率と 65 歳未満自殺率では 0.87 であるのに対し、65 歳以

上自殺率では 0.54 である。本章のモデルは自殺の全体的な傾向と 65 歳未満の自殺の 9 割

程度を説明できるが、65 歳以上の自殺に対する説明力は約 5 割にとどまる。自殺率と 65

歳未満自殺率の分析では、多くの独立変数が予測通りの符号で有意である。保護率が上昇

するほど自殺率は低下しているので仮説⑥が支持された。同様に、有効求人倍率と国民年

金受給率も上昇するほど自殺率を低下させている。逆に、離婚率と高齢単身世帯割合は自

殺率を上昇させている。雇用保険受給率は予測に反して自殺率を押し上げている。65 歳未

表5-1 作業仮説の一覧
指標 予測

申請率 -
保護率 -

有効求人倍率 -
離婚率 +
婚姻率 -

高齢単身世帯割合 +
投資的経費 -

雇用保険受給率 -
国民年金受給率 -

社会経済環境

日本型福祉国家

仮説⑥
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満自殺率の分析に特徴的なのは婚姻率と投資的経費が自殺率を低下させていることである。

稼働層に当たる 65歳未満は不況時に公共事業や失業対策事業などで雇用を維持されるので、

投資的経費の効果が見られるのは妥当である。65 歳以上自殺率の分析では、国民年金受給

率を除き予測に合った結果を得られておらず、決定係数も考慮すると本章のモデルは 65 歳

以上の自殺を十分に説明できていない。 

 男性と女性の年齢別自殺率のパネルデータ分析の結果は表 5-4 の通りである。前述した分

析と同様に、決定係数の個体内推定量は男女ともに 65 歳未満自殺率の方が 65 以上自殺率

より高い。まず注目すべきなのは女性 65 歳未満自殺率の分析においてケースワーカーの執

行活動が直接的に政策アウトカムに影響を与えていることである（仮説⑥）。申請率が低下

するほど自殺率が上昇しており、65 歳未満の女性が生活保護の相談段階で追い返されて自

殺している可能性がある。また、保護率は 65 未満女性自殺率の分析以外で自殺率を低下さ

せており、生活保護政策のアウトプットがアウトカムに影響を与えるという点で仮説⑥が

支持された。男性 65 歳未満自殺率の分析では離婚率と婚姻率が有意であるのに対し、女性

65 歳未満ではそうした効果を確認できない。すなわち、男性の自殺リスクは離婚で高まり

結婚で低下するが、女性の自殺リスクは離婚や結婚に影響されない。この結果だけでは判

断できないが、男性は女性と比べて孤立に弱いのかもしれない。雇用保険受給率は男性と

女性の年齢別自殺率の分析でも予測に反した符号で有意であった。すなわち、雇用保険を

受給する求職者は自殺する傾向がある。これは直観に反するが、日本に雇用保険以外の失

業扶助制度が存在しないことを踏まえれば254、求職者は雇用保険で所得保障されていても

近い将来に貧困に陥ることを予想し、高い自殺リスクにさらされている可能性がある。あ

るいは、本章は雇用環境を操作化した有効求人倍率を投入しているが、雇用保険受給率が

失業率を代替している可能性も考えられる。今後は労働力調査の地域別失業率を投入する

ことを試みたい255。 

                                                   
254 五石(2011)第 1 章。 
255 5 年間隔の失業率を区間補正して投入した澤田他(2013b)では、この方法で分析結果の頑

健性を確認している。p154。 
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表5-2 記述統計
観察数 平均値 標準偏差 最小値 中央値 最大値

自殺率 282 19.6 4.4 11.3 19.7 33.7
65歳未満自殺率 282 18.4 4.6 10.3 18.8 31.2
65歳以上自殺率 282 28.0 5.3 16.2 27.8 47.2

男性65歳未満自殺率 282 26.8 7.6 12.6 27.3 48.3
男性65歳以上自殺率 282 39.3 9.3 19.5 38.4 72.6
女性65歳未満自殺率 282 10.0 2.3 4.5 10.1 16.7
女性65歳以上自殺率 282 19.7 5.7 6.4 19.0 38.2

申請率(%) 282 43.4 14.1 9.0 43.9 71.7
保護率 282 15.6 8.2 4.4 15.0 54.9

有効求人倍率 282 0.77 0.40 0.31 0.67 2.37
離婚率 282 2.08 0.37 1.23 2.07 3.19
婚姻率 282 6.7 0.8 5.0 6.6 9.2

高齢単身世帯割合 282 0.068 0.025 0.023 0.065 0.135
投資的経費 282 102.7 54.3 35.0 91.4 477.5

雇用保険受給率 282 0.361 0.078 0.203 0.368 0.585
国民年金受給率 282 129.0 47.9 47.5 125.7 247.2

表5-3 自殺率と年齢別自殺率のパネルデータ分析の結果
従属変数の指標 自殺率 65歳未満自殺率 65歳以上自殺率

係数 係数 係数
（ロバスト標準誤差） （ロバスト標準誤差） （ロバスト標準誤差）

申請率 -0.03 -0.03 -0.05
(0.02) (0.02) (0.03)

保護率 -0.09 -0.12 0.004
(0.03)** (0.04)** (0.053)

有効求人倍率 -0.73 -0.67 0.05
(0.41)+ (0.30)* (1.33)

離婚率 3.68 4.20 3.81
(1.69)* (2.06)+ (3.83)

婚姻率 -0.76 -0.99 0.74
(0.45) (0.40)* (1.38)

高齢単身世帯割合 73.66 81.37 82.52
(29.28)* (39.41)+ (64.94)

投資的経費 -0.001 -0.004 0.013
(0.002) (0.002)+ (0.005)*

雇用保険受給率 13.81 13.43 20.35
(3.85)** (3.70)** (11.51)+

国民年金受給率 -0.03 -0.02 -0.06
(0.01)** (0.01)** (0.02)*

従属変数のラグ 0.16 0.17 0.04
(0.04)** (0.05)** (0.05)

切片 14.33 13.81 12.59
(5.96)* (6.66)+ (16.34)

観察数 282 282 282

R2(within) 0.87 0.87 0.54

R2(between) 0.65 0.63 0.69

R2(overall) 0.79 0.80 0.56

※両側検定。**:p<0.01 *:p<0.05 +:p<0.10。年度ダミーの結果は省略。
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5.5 小括 

 本章では、ケースワーカーの執行活動が直接的・間接的に自殺者数に影響を与えること

を実証し、政策変容の影響によって政策アウトカムが左右されることを明らかにした。ま

た、生活保護政策が最低生活の保障で自殺を減尐させることを実証する先行研究に対し、

行政の水際作戦が自殺を増加させる可能性を指摘した。生活保護政策のポジティブな効果

に加えてネガティブな効果を提示したと言える。 

直接的には、ケースワーカーは経済的な困窮者を相談のみで追い返すことで 65 歳未満の

女性の自殺リスクを高めている。間接的には、政策アウトプットの生活保護受給者数を通

じて自殺者数に影響を与えている。前章の実証分析を踏まえると、厳格な資格審査が生活

保護受給者を減尐させるほど、その結果として自殺者が増加すると考えられる。このよう

に、ケースワーカーは面接相談と資格審査を通じて住民の自殺リスクに影響を及ぼしてい

るのである。 

表5-4 男性と女性の年齢別自殺率のパネルデータ分析の結果
従属変数の指標 男性65歳未満自殺率 男性65歳以上自殺率 女性65歳未満自殺率 女性65歳以上自殺率

係数 係数 係数 係数
（ロバスト標準誤差） （ロバスト標準誤差） （ロバスト標準誤差） （ロバスト標準誤差）

申請率 -0.04 -0.08 -0.03 -0.04
(0.04) (0.06) (0.01)* (0.03)

保護率 -0.23 -0.29 -0.01 0.17
(0.06)** (0.11)* (0.03) (0.08)+

有効求人倍率 -0.88 -1.88 -0.16 1.14
(0.51) (2.44) (0.48) (1.87)

離婚率 8.69 2.99 0.00 4.58
(3.57)* (5.69) (1.32) (5.66)

婚姻率 -1.84 0.74 -0.29 0.95
(0.86)* (2.14) (0.38) (1.66)

高齢単身世帯割合 84.39 369.18 79.99 -107.49
(68.65) (122.41)** (30.06)* (63.73)

投資的経費 -0.005 0.000 -0.002 0.021
(0.003)+ (0.010) (0.004) (0.005)**

雇用保険受給率 17.63 24.17 12.07 19.78
(7.03)* (12.96)+ (2.96)** (17.92)

国民年金受給率 -0.02 -0.13 -0.01 -0.01
(0.01)+ (0.05)* (0.01)+ (0.02)

従属変数のラグ 0.19 -0.06 -0.17 0.01
(0.06)** (0.05) (0.09)+ (0.09)

切片 18.60 26.83 9.45 5.29
(12.54) (25.11) (5.33)+ (20.12)

観察数 282 282 282 282

R2(within) 0.85 0.39 0.65 0.57

R2(between) 0.57 0.59 0.13 0.21

R2(overall) 0.79 0.42 0.52 0.45

※両側検定。**:p<0.01 *:p<0.05 +:p<0.10。年度ダミーの結果は省略。
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第 6章 結論と若干の含意 

本稿では生活保護政策を対象として、なぜ政策が実施過程において変容するのか、その

結果いかなる政策アウトプットと政策アウトカムが生じるのかを説明した。すなわち、実

施機関の幹部職員が他のアクターの利益に配慮しながらも自律的に政策を変容させており、

その結果として第一線行政職員の執行活動が政策アウトプットさらには政策アウトカムに

影響を与えることを示した。実証的には、生活保護政策の実施過程において自治体幹部が

厚生労働省、首長、ケースワーカーの利益に配慮しながら自律的に政策を変容させており、

その結果としてケースワーカーの執行活動が生活保護受給者数や自殺者数を変化させるこ

とを明らかにした。自治体幹部は財政安定化のためにケースワーカーの資格審査を厳格化

し生活保護受給者を減尐させている。しかし、その副作用として自殺者が増加している可

能性がある。 

 従来の政策実施過程論は政策変容の原因として政策設計者、政策実施過程に関与するア

クター、第一線行政職員の影響を実証してきたが、これらアクター間の関係を十分に検討

していない。加えて、先行研究はなぜ政策が変容するのかに関心を持つ一方で、政策が変

容した結果いかなる政策アウトプットと政策アウトカムが生じるのかを実証していない。

そこで、本稿は政策実施過程におけるアクター間の委任関係に注目し、政策変容のメカニ

ズムとその帰結を提示した。政策アウトプットや政策アウトカムが変化する原因を政策実

施過程に求めるというウィルダフスキーとプレスマンの古典的な問題関心に正面から取り

組んだと言える。アクター間の関係を为に三人一組論によってモデル化したという意味で

は、1990 年代半ばに挫折した統合モデルの構築に再び挑戦する試みでもあった。以下では

社会、生活保護研究、行政学に対する若干の含意を引き出し本稿の議論を終える。 

 

 社会的な含意256 

 本稿では自治体幹部の自律性を強調しているが、厚労省、首長、自治体幹部、ケースワ

ーカーのいずれもが政策帰結に影響を与えていることを実証した。これは同じ日本国民で

あっても生まれた時代や住んでいる場所によって命の価値が異なることを意味している。

厚労省は平成 18 年度を境に自身の選好を濫給の防止から漏給の防止に変更し、申請権の侵

                                                   
256 近年、澤田他(2013b)をはじめとして厳密な実証分析から政策的な含意を引き出す研究

が増加しているが、本稿では実証分析の社会的な意味を解釈するにとどめ政策的な含意ま

では引き出さない。生活保護政策とその実施過程をどのように変更すれば、いかなる問題

を解決できるのかを実証分析から容易に判断できなかったからである。 
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害を禁止するルールを作成した。その結果、それ以前であれば申請できなかったはずの多

数の経済的困窮者が生活保護を受給し自殺の予防につながった。また、誰が首長であるか、

自治体財政が生活保護費によってどの程度悪化しているかによって生活保護を受給するた

めのハードルが変化する。生活困窮者の移動を肯定するわけではないが、生活保護を北九

州市では受給できず（特に平成 17 年以前は受給できなかった）大阪市では受給できるケー

スが存在する可能性がある。このように、命の価値が厚労省の選好、首長の党派性、自治

体の財政状況で左右される状態は生活保護法第二条の無差別平等の原理に反している。尐

なくとも生活保護の実質的な受給条件を公平にする必要があるだろう。 

 

 生活保護研究に対する含意 

 生活保護は社会福祉学、福祉社会学、社会保障法などの研究者や行政実務者によって学

際的に研究されてきた。厚生省の生活保護政策の変遷257、ケースワーカーの職務意識258や

専門性修得プロセス259、生活保護受給世帯における貧困の連鎖260といった幅広い研究が蓄

積されている。こうした厚生省、ケースワーカー、クライエントの実態を詳細に記述する

研究を本稿でも多数参照している。 

 しかし、生活保護研究は個別のアクターに関心を集中する傾向があり、アクター間の関

係を十分に検討していない。これに対し、行政学は中央地方関係論によって厚生省と自治

体の関係261を、ストリートレベルの官僚制の理論によってケースワーカーとクライエント

の関係262を明らかにしてきた。同様に、本稿も行政学の立場から厚生省、首長、自治体幹

部、ケースワーカーの間に存在する委任関係を分析し生活保護政策の実施過程というブラ

ックボックスを解明した。本稿の知見を踏まえると、厚生省の政策が必ずしも実現されな

い理由や、ケースワーカーの執行活動の背景にあるアクター間の相互作用を理解できるだ

ろう。 

 

 行政学に対する含意 

                                                   
257 代表的な研究として大友(2000)、岩永(2011)、副田(2014)。 
258 例えば小野・長友(2004)。 
259 例えば内田(2007)。 
260 代表的な研究として道中(2009)、道中(2015)。 
261 武智(1996)、広本(1996-1997)。 
262 代表的な研究として畠山(1989)。 
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 本稿の行政学に対する含意としては能動的な官僚制の提示と政策アウトプットの供給要

因への注目を挙げることができる。現代政治分析の本人・代理人理論263では、官僚制は政

治家に統制される受動的なアクターとして捉えられてきたが、近年の行政学では官僚制を

自ら政治家や利益団体に働きかけ自律的に行動するアクターとして捉える研究が誕生して

いる264。本稿もこうした研究のひとつとして、政策設計者のルールと実施機関のリーダー

の命令を独自に解釈し自身の選好を最大限に実現しようとする能動的な官僚制を提示して

いる。そもそも行政学が「行政とは何か、何であるべきか」265を研究する学問であるなら

ば、政官関係論において政治家が官僚制をどのように統制しているのかだけではなく、官

僚制がいかなる場合に政治家の統制を乗り越えられるのかを検討する必要がある。 

 また、本稿の第 4 章と第 5 章の先行研究に見られるように、为として経済学は政策アウ

トプットと政策アウトカムを社会経済環境といった需要側の要因によって説明してきた266。

これに対し、本稿は保護率や自殺率をケースワーカーの執行活動という供給側の要因によ

って説明した。政治や官僚制に関する行政学の研究蓄積を踏まえれば、政策アウトプット

と政策アウトカムの分析に供給側の要因を指摘することで貢献できると考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
263 例えば Epstein and O’Halloran(1999)。 
264 代表的な研究として Carpenter(2001)、Huber(2007)、Carpenter(2010)。 
265 西尾(1990)p1。 
266 例えば周・鈴木(2007)、澤田他(2013b)。 
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